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『
古
事
記
』
注
釈

「
古
事
記
学
」
研
究
会　

編　

　

凡
　
例

一
、
本
注
釈
は
、
校
訂
本
文
・
訓
読
文
・
現
代
語
訳
・
語
釈
・
補
注
解
説
よ
り
な
る
。

一�

、
校
訂
本
文
は
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
し
、
諸
本
と
の
校
合
を
行
っ
た
。
諸
本
と
の
異
同
が
あ
る
場
合
で
も
、
底
本
の
ま
ま
で
理
解
出

来
る
場
合
に
は
、
底
本
を
尊
重
し
、
特
に
諸
本
の
異
同
は
記
さ
な
い
。
但
し
、
解
釈
の
相
違
等
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
※
を
付
し
て
諸

本
の
異
同
を
記
し
た
。

一�

、
訓
読
文
は
、
諸
注
釈
の
訓
読
を
参
考
と
し
つ
つ
、
校
訂
本
文
に
従
っ
て
作
成
し
た
。
訓
読
の
相
違
に
よ
っ
て
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
注
釈
に
お
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

一�

、
現
代
語
訳
は
、
訓
読
文
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
。
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
訳
さ
ず
に
本
文
の
言
葉
を
そ
の

ま
ま
用
い
た
場
合
と
、
本
注
釈
が
考
察
し
た
意
味
を
当
て
は
め
て
訳
し
た
場
合
と
が
あ
る
。

一�

、
語
釈
に
つ
い
て
は
、
逐
一
語
句
の
説
明
を
細
か
く
行
う
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
訓
読
や
解
釈
に
ゆ
れ
が
あ
り
、
定
説
が
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に
で
は
あ
る
が
出
来
る
だ
け
諸
説
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
た
。
ま
た
、
語
釈
の
中
で
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
場
合
は
出
来
る
限
り
そ
の
都
度

出
典
を
明
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

一�

、
補
注
解
説
で
は
、
比
較
神
話
学
・
考
古
学
・
歴
史
学
・
神
道
学
・
国
学
等
様
々
な
専
門
分
野
の
立
場
か
ら
解
説
を
加
え
る
こ
と
を
企
図�
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し
て
い
る
。
加
え
て
、�

語
釈
の
項
に
記
し
た
以
上
に
文
脈
理
解
や
研
究
史
の
把
握
等
に
お
い
て
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

補
注
解
説
に
加
え
た
。

一�
、
参
照
し
た
諸
本
・
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
類
の
情
報
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
學
』
一
号
～
七
号
に
掲
載
の
「
古
事
記
注
釈
」
の
凡
例
を

参
照
願
い
た
い
。

※�

注
釈
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
院
の
演
習
授
業
（
指
導
教
員
、
谷
口
雅
博
）
に
お
け
る
調
査
・
発
表
・
議
論
の
内
容
を
参
照
し
て
い
る
。�

令
和
六
年
度
の
授
業
参
加
者
は
以
下
の
通
り
。
稲
見
知
華
・
孟
金
岳
・
菅
健
一
郎
（
博
士
後
期
課
程
）、
小
野
寺
紗
英
・
藤
嶋
健
太�

（
大
学
院
特
別
研
究
生
、
本
学
兼
任
講
師
）、
鶉
橋
辰
成
（
客
員
研
究
員
等
）、
小
野
諒
巳
（
本
学
兼
任
講
師
、
客
員
研
究
員
等
）。

※�

今
回
、
校
訂
本
文
・
校
異
・
訓
読
文
の
作
成
は
小
野
諒
巳
が
、
現
代
語
訳
・
語
釈
は
谷
口
雅
博
が
担
当
し
た
。
補
注
解
説
に
つ
い
て
は
、

各
項
目
末
に
執
筆
担
当
者
名
を
記
し
た
。

※
本
注
釈
は
研
究
開
発
推
進
機
構
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
「
國
學
院
大
學
「
古
典
文
化
学
」
の
創
出
研
究
事
業
」
の
成
果
で
あ
る
。
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『
古
事
記
』
注
釈

　
（
四
十
）
葦
原
中
国
平
定
（
五
）

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
483
行
～
493
行
）

於
レ
是
、
天
照
大
御
神
詔①

之
、「
亦
、
遣
二
曷
神
者
一
吉②

。」
尒
、
思
金③

神
及
諸
神
白
之
、「
坐
二
天
安
河
〻
上
之
天
石
屋
一、
名
伊
都
之
尾
羽
張

神
、
是
可
レ
遣
伊
都
二

字
以
音

。
若
亦
、
非
二
此
神
一
者
其④

神
之
子
、
建
御
雷
之
男
神
、
此
應
レ
遣
。
且
其
天
尾
羽
張
神
者
、
逆
塞
二
上
天
安
河
之
水
一
而
、

塞
レ
道
居
。
故
、
他
神
不
レ
得
レ
行
。」
故
、
別
遣
二
天
迦
久
神
一
可
レ
問
。
故
尒
、
使
二
天
迦
久
神
一
問
二
天
尾
羽
張
神
一
之
時
、
答
白
、「
恐
之
、

仕
奉
。
然
、
於
二
此
道
一
者
、
僕
子
、
建
御
雷
神
可
レ
遣
。」
乃
貢
進
。
尒
、
天
鳥
舩
神
副
二
建
御
雷
神
一
而
遣
。
是
以
、
此
二
神
降
二
到
出
雲

國
伊
耶
佐
之
小
濱
一
而
伊
耶
佐
三

字
以
音

、
抜
二
十
掬
釼
一、
逆
刺
二
立
于
浪
穂
一、
趺
二
坐
其
釼
前
一、
問
二
其
大
國
主
神
一
言
、「
天
照
大
御
神
・
高
木
神
之

命
以
、
問⑥

使
之
。
汝
之
宇
志
波
祁
流
此
五
字

以

音

葦
原
中
國
者
、
我
御
子
之
所
レ
知
國
言
依
賜
。
故
、
汝
心
奈
何
。」

【
校
異
】

①
底
本
「
治
」。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
詔
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
去
」。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
吉
」
に
改
め
る
。

③
底
本
「
令
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
金
」
に
改
め
る
。

④
底
本
ナ
シ
。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
其
」
に
改
め
る
。
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⑤
底
本
「
同
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
問
」
に
改
め
る
。

【
訓
読
文
】

　

是こ
こ

に
、
天あ

ま

照て
ら
す

大お
ほ
み
か
み

御
神
詔の

ら
し
し
く
、「
亦ま

た

、
曷い

づ

れ
の
神か

み

を
遣つ

か

は
さ
ば
吉よ

け
む
」
と
の
ら
し
き
。
尒し

か

く
し
て
、
思お

も
ひ
か
ね
の
か
み

金
神
と
諸

も
ろ
も
ろ

の
神か

み�

白ま
を

し
し
く
「
天あ

め
の
や
す
の
か
は

安
河
の
河か

は
か
み上

の
天あ

め
の

石い
は
や屋

に
坐い

ま

す
、
名
は
伊い

つ
の
を
は
は
り
の
か
み

都
之
尾
羽
張
神
、
是こ

れ

遣
は
す
べ
し
。
若も

し
亦ま

た

、
此こ

の
神か

み

に
非あ

ら

ず
は
、
其
の

神
の
子
、
建た
け
み
か
づ
ち
の
を
の
か
み

御
雷
之
男
神
、
此こ

れ

遣
は
す
べ
し
。
ま
た
其
の
天あ

め
の
を
は
は
り
の
か
み

尾
羽
張
神
は
、
逆さ

か

し
ま
に
天
安
河
の
水み

づ

を
塞せ

き
上
げ
て
、
道
を
塞さ

へ
居を

り
。�

故か
れ

、
他ほ

か

し
き
神か

み

は
行ゆ

く
こ
と
得
じ
」
と
ま
を
し
き
。
故
、
別こ

と

に
天あ

め
の
か
く
の
か
み

迦
久
神
を
問
ひ
に
遣
は
す
べ
し
。
故
尒
く
し
て
、
天
迦
久
神
を
使
は
し

て
天
尾
羽
張
神
を
問
ひ
し
時
に
、
答
へ
白
し
し
く
「
恐か
し
こ

し
、
仕つ
か

へ
奉ま
つ

ら
む
。
然し
か

あ
れ
ど
も
、
此
の
道
に
は
僕
や
つ
か
れ

が
子
建
御
雷
神
を
遣
は
す

べ
し
」
と
ま
を
し
て
、
乃す
な
は

ち
貢た

て
ま
つ進

り
き
。
尒
く
し
て
、天あ

め
の
と
り
ふ
ね
の
か
み

鳥
舩
神
を
建
御
雷
神
に
副そ

へ
て
遣
は
し
き
。
是こ

こ

を
以も

ち
て
、此
の
二

ふ
た
は
し
ら

の
神
、

出い
づ
も
の雲
国く
に

の
伊い

耶ざ

佐さ

の
小を
は
ま濱
に
降く
だ

り
到い
た

り
て
、
十と
つ
か
つ
る
ぎ

掬
釼
を
抜
き
て
逆
し
ま
に
浪な
み

の
穂ほ

に
刺
し
立
て
、
其
の
釼
の
前さ
き

に
趺あ
ぐ

み
坐い
ま

し
て
、
其
の�

大
国
主
神
を
問
ひ
て
言い

ひ
し
く
「
天
照
大
御
神
・
高た

か
き
の木

神か
み

の
命み

こ
と

以も

ち
て
問
ひ
に
使
は
せ
り
。
汝い

ま
し

が
う
し
は
け
る
葦
原
中
国
は
、
我あ

が
御み

子こ

の
知し

ら
す
国
と
言こ
と

依よ

さ
し
賜た
ま

ひ
き
。
故
、
汝い
ま
し

が
心こ
こ
ろ

は
奈い

か何
に
」
と
い
ひ
き
。

※�

他
し
き
神
。
諸
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
「
ア
タ
シ
（
ア
ダ
シ
）
神
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
ア
タ
シ
」
に
上
代
の
仮
名
書
き
例
は

な
く
、
確
例
は
『
類
聚
名
義
抄
』「
他　
ア
タ
シ　

ホ
カ
」
ま
で
降
る
。
他
方
、『
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
』（
奈
良
時
代
後
期
）
に
は
「
他
形

倭
言
保
可
之
伎
可
多
知
」
と
あ
り
、
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）
の
宣
命
逸
文
「
他
支
事
交
倍
波
」
も
ま
た
「
ホ
カ
シ
キ
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。「
他
」
字
の
古
い
訓
と
し
て
、
今
回
は
『
華
厳
経
音
義
私
記
』
の
例
を
参
照
し
、
試
み
に
「
ホ
カ
シ
キ
神
」
と
訓
む
。
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【
現
代
語
訳
】

　

そ
こ
で
、
天
照
大
御
神
が
仰
っ
た
こ
と
に
は
、「
ま
た
、
何
れ
の
神
を
派
遣
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
う
し
て
、

思
金
神
と
諸
々
の
神
と
が
申
し
上
げ
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
天
の
安
の
河
の
河
上
の
天
の
石
屋
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
名
は
伊
都
之
尾
羽
張

神
、
こ
の
神
を
派
遣
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
若
し
ま
た
、
こ
の
神
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
神
の
子
の
建
御
雷
之
男
神
、
こ
の
神
を
派
遣

す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
天
尾
羽
張
神
は
、
逆
さ
ま
に
天
の
安
の
河
の
水
を
堰
き
止
め
て
水
を
上
げ
て
道
を
塞
い
で
お
り

ま
す
。
そ
れ
で
、
他
の
神
は
行
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
特
別
に
天
迦
久
神
を
遣
わ
し
て
尋
ね
さ
せ
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
」�

と
申
し
上
げ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
天
迦
久
神
を
遣
わ
し
て
天
尾
羽
張
神
に
意
向
を
尋
ね
た
時
に
、
答
え
申
し
上
げ
た
こ
と
に
は
、�

「
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
、
お
仕
え
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
道
に
は
私
の
子
で
あ
る
建
御
雷
神
を
遣
わ
す
の
が
良
い
で
し
ょ

う
」
と
申
し
上
げ
て
、
建
御
雷
神
を
献
上
し
た
。
そ
う
し
て
天
鳥
舩
神
を
建
御
雷
神
に
副
え
て
派
遣
し
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
二
神
は
、

出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
濱
に
降
臨
し
て
、
十
掬
釼
を
抜
い
て
逆
さ
ま
に
浪
頭
に
突
き
立
て
、
そ
の
釼
の
先
で
胡
座
を
組
ん
で
、
そ
の
大
国

主
神
に
尋
ね
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
お
言
葉
で
尋
ね
に
遣
わ
さ
れ
た
。
お
前
が
領
有
す
る
葦
原
中
国
は
、
我

が
御
子
の
統
治
す
る
国
で
あ
る
と
、（
天
照
大
御
神
が
）
御
委
任
申
し
上
げ
た
。
そ
れ
で
、
お
前
の
心
は
ど
う
で
あ
る
か
」
と
尋
ね
た
。

【
語
釈
】

○
天
石
屋

　
「
天
安
河
の
河
上
の
天
石
屋
」
と
あ
る
の
で
、
天
照
大
御
神
が
籠

も
っ
た
石
屋
と
は
別
物
と
思
わ
れ
る
。

○
伊
都
之
尾
羽
張
神
・
天
尾
羽
張
神

　

火
神
被
殺
条
で
伊
耶
那
岐
命
が
迦
具
土
神
の
頚
を
斬
っ
た
際
に

手
に
し
て
い
た
十
拳
釼
の
名
前
と
し
て
天
之
尾
羽
張
神
、
伊
都
之

尾
羽
張
神
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
名
を
記
さ
れ
て
い
た
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こ
と
に
よ
っ
て
、
元
々
は
釼
で
あ
っ
た
も
の
が
神
と
し
て
こ
の
場

面
で
登
場
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
岩
田
芳

子
は
、
固
有
の
名
を
も
つ
刀
剣
は
、
独
自
の
霊
能
を
有
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
と
し
、「
神
代
記
に
お
け
る
「
剣
」
は
、
伊
耶
那

岐
命
が
佩
く
「
も
の
」
と
し
て
霊
威
を
発
揮
し
た
こ
と
を
由
来
と

し
て
、
名
が
附
与
さ
れ
、
独
立
し
た
神
格
を
持
つ
」
に
至
る
と
指

摘
す
る
（「『
古
事
記
』
倭
建
命
の
「
御
刀
」」『
古
代
に
お
け
る
表

現
の
方
法
』
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
三
月
）。
伊
耶
那
岐
命
と
一

体
も
の
と
し
て
あ
っ
た
「
御
刀
」
は
、
尾
羽
張
と
い
う
名
を
持
つ

こ
と
で
独
立
し
た
神
格
を
持
ち
、
こ
こ
で
建
御
雷
神
の
父
神
と
し

て
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
項
で
触
れ
る
よ
う
に
建

御
雷
神
は
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
岐
命
の
剣
・
迦
具
土
神
の
血
・

湯
津
石
村
の
諸
要
素
を
受
け
継
い
で
出
現
す
る
。
伊
耶
那
岐
命
の

霊
威
は
十
拳
釼
を
通
し
て
建
御
雷
神
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の
建
御

雷
神
の
持
つ
十
掬
釼
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
平
定
を
果
た
し
、
後
に

そ
の
十
掬
釼
が
神
武
東
征
の
際
に
地
上
に
降
さ
れ
て
再
び
名
を
持

つ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
（
参
照
、
鶉
橋
辰
成
「『
古
事
記
』
火
神
被
殺
段
の
考
察

―「
因
御
刀
所
生
」
を
中
心
に
―
」『
上
代
文
学
研
究
論
集
』
六
号
、

二
〇
二
二
年
三
月
）。【
補
注
解
説
一
】
参
照
。

○
建
御
雷
之
男
神

　

火
神
被
殺
条
で
伊
耶
那
岐
命
が
十
拳
釼
で
迦
具
土
神
の
頚
を

斬
っ
た
際
に
、釼
の
本
に
著
い
た
血
が
湯
津
石
村
に
走
り
就
い
て
生

ま
れ
た
三
神
の
う
ち
の
一
神
が
建
御
雷
之
男
の
神
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
神
が
生
み
出
さ
れ
た
際
の
行
為
者
を
親
と
す
れ
ば
伊
耶
那
岐

命
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
神
出
現
の
元
と
な
っ
た
も
の
を
親
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
十
拳
釼
・
迦
具
土
神
の
血
・
湯
津
石
村
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
に
出
現
し
た
神
々
は
「
御
刀
に
因
り
て

生
ま
れ
ま
せ
る
神
ぞ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
御
刀
の
名
が
前
項

に
述
べ
た
通
り
天
之
尾
羽
張
神
、
亦
名
伊
都
之
尾
羽
張
神
で
あ
る

の
で
、
こ
の
両
神
が
父
子
関
係
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
子

神
出
現
に
関
わ
る
直
接
的
な
行
為
者
は
伊
耶
那
岐
命
で
あ
る
か
ら
、�

伊
耶
那
岐
命
の
神
格
も
受
け
継
い
で
い
る
と
い
え
る
し
、
出
現
の

元
と
な
る
も
の
か
ら
み
る
と
、
伊
耶
那
岐
命
の
刀
・
迦
具
土
神
の
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血
・
湯
津
石
村
の
諸
要
素
を
受
け
継
ぐ
と
も
い
え
る
の
で
、
父
神

よ
り
も
よ
り
多
く
の
神
格
、
よ
り
多
く
の
霊
力
を
持
つ
神
と
し
て

派
遣
神
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

○
逆
塞
上

　

万
葉
集
の
「
佐
保
川
の
水
を
堰
き
上
げ
て
植
ゑ
し
田
を
」（
8
・

一
六
三
五
）
に
よ
れ
ば
「
せ
き
あ
げ
る
」
は
川
の
流
れ
を
堰
き
止

め
る
こ
と
。「
逆
に
」
と
あ
る
の
は
水
流
を
逆
流
さ
せ
て
堰
き
止

め
る
と
い
う
こ
と
か
。

○
天
鳥
舩
神

　

伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
の
神
生
み
の
神
話
の
中
で
、
伊
耶

那
美
命
は
火
の
神
を
生
む
前
に
鳥
之
石
楠
船
神
と
大
宜
都
比
売
神

を
生
む
。
そ
の
鳥
之
石
楠
船
神
の
亦
の
名
と
し
て
天
鳥
船
が
記
さ

れ
て
い
た
。
神
が
天
か
ら
降
り
て
く
る
際
の
乗
り
物
と
し
て
の
意

義
を
も
つ
も
の
と
も
見
ら
れ
る
が
、
出
雲
に
降
る
際
の
描
写
に
は

二
柱
神
と
あ
り
、
ま
た
単
独
で
事
代
主
神
の
も
と
に
使
者
と
し
て

出
迎
え
に
行
く
な
ど
、
一
柱
の
神
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
伊
耶
那
美
命
の
神
生
み
の
終
わ
り
近
い
場
面
か
ら

迦
具
土
神
が
斬
り
殺
さ
れ
る
場
面
は
地
上
を
舞
台
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
天
鳥
船
神
、
先
述
の
伊
都
之
尾
羽
張
神

と
建
御
雷
神
、
そ
の
他
に
も
大
宜
都
比
売
神
、
豊
宇
気
毗
売
神
が

い
つ
の
ま
に
か
高
天
原
に
存
在
し
て
い
る
（
大
宜
都
比
売
神
に
つ

い
て
は
高
天
原
に
居
る
と
断
定
は
し
難
い
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
新
編
全
集
は
天
鳥
船
神
の
頭
注
で
、「
地
上

の
世
界
に
成
っ
た
神
が
、
い
き
さ
つ
の
説
明
も
な
く
高
天
原
の
神

と
な
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
大
宜
都
比
売
神
の
頭
注
で
は
、「
こ
こ

で
も
地
上
に
成
っ
た
神
が
高
天
原
の
神
と
な
る
例
を
見
る
。
神
の

世
界
と
し
て
、天
と
地
上
と
は
画
然
と
し
て
排
他
的
な
世
界
を
作
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
建
御

雷
神
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
五
段
一
書
六
で
は
軻
遇

突
智
を
斬
っ
た
際
の
描
写
に
「
復
剣
の
刃
よ
り
垂
る
血
、
是
天
安

河
辺
に
在
る
五
百
箇
磐
石
に
為
る
」
と
あ
り
、ま
た
一
書
七
に
「
軻

遇
突
智
を
斬
り
た
ま
ひ
し
時
に
、
其
の
血
激
越
り
て
、
天
八
十
河

中
に
在
る
五
百
箇
磐
石
を
染
む
」
と
あ
っ
て
、
軻
遇
突
智
を
斬
っ

た
血
が
天
に
飛
び
付
く
と
い
う
記
述
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、こ
れ
を�
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本
来
の
形
と
し
て
、
建
御
雷
神
が
高
天
原
に
居
る
理
由
と
関
わ
ら

せ
る
見
方
も
あ
る
が
（
中
村
啓
信
「
建
御
雷
之
男
神
を
め
ぐ
っ
て
」

『
古
事
記
の
本
性
』
一
八
八
頁
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
、

初
出
は
一
九
九
八
年
一
月
）、
そ
れ
で
は
他
の
神
が
高
天
原
に
居
る

理
由
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
一
案
と
し
て
、
天
上
界
と
地
上
界
と

を
繋
げ
る
も
の
と
し
て
「
香
山
」
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
伊
耶
那
美
命
が
神
避
っ
て
後
に
伊
耶
那
岐

命
が
流
し
た
涙
か
ら
「
香
山
の
畝
尾
の
木
本
に
坐
す
、
名
は
泣
沢

女
神
」
が
出
現
し
た
。
単
に
「
香
山
」
と
し
か
無
い
の
で
、
場
所

は
限
定
出
来
な
い
が
、後
に
天
石
屋
神
話
に
お
い
て
繰
り
返
し
「
天

の
香
山
」
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶

那
美
命
の
神
生
み
の
舞
台
は
「
天
の
香
山
」
と
繋
が
る
地
上
の
「
香

山
」
と
関
わ
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

地
上
で
生
ま
れ
た
は
ず
の
神
が
高
天
原
に
存
在
す
る
理
由
と
し
て
、

高
天
原
に
繋
が
る
場
所
で
生
ま
れ
た
神
々
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
参
照
、「
香
山
と
比
婆

山
」『
上
代
文
学
研
究
論
集
』
五
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）。

○
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
濱

　
「
伊
耶
佐
の
小
濱
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
正
文
と
一
書

二
に
は
「
五
十
田
狭
の
小
汀
」
と
見
え
て
い
る
。
神
代
上
八
段
一

書
六
で
、
大
己
貴
命
が
少
彦
名
命
と
出
逢
う
地
が
「
出
雲
国
の

五
十
狭
狭
の
小
汀
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
同
じ
場
所
を
指
し

て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
に
「
伊
奈

佐
乃
社
」、
延
喜
式
神
名
帳
出
雲
郡
に
「
因
佐
神
社
」
と
あ
り
、
現

在
の
出
雲
市
大
社
町
の
稲
佐
の
浜
と
と
る
の
が
通
説
で
あ
る
。『
古

事
記
』
の
「
伊
耶
佐
」
は
諸
本
に
よ
る
が
、
風
土
記
や
神
名
帳
の

神
社
名
を
元
に
し
て
、
鼇
頭
古
事
記
・
古
事
記
伝
を
は
じ
め
と
し

て
「
耶
」
を
「
那
」
に
校
訂
し
、「
伊
那
佐
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も

見
ら
れ
る
（
旧
全
集
・
倉
野
全
註
釈
・
西
郷
注
釈
な
ど
）。
鎌
倉
末

期
か
ら
南
北
朝
の
書
写
と
さ
れ
る
『
古
事
記
上
巻
抄
』
は
真
福
寺

本
・天
理
大
学
図
書
館
本
と
も
に
「
那
」
と
な
っ
て
お
り
、「
イ
ナ
サ
」

で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
。『
古
事
記
』
の
諸
本
が
皆

「
耶
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
積
極
的
に
「
那
」
と

す
る
根
拠
に
は
乏
し
い
面
が
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
神
話
内



101 『古事記』注釈

容
と
の
関
連
か
ら
し
て
、「
イ
ナ
サ
」
に
よ
っ
て
解
釈
し
得
る
可
能

性
も
残
さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
「
イ
サ
サ
」「
イ
タ
サ
」
と
『
古

事
記
』
の
「
イ
ザ
サ
」、
そ
れ
と
「
イ
ナ
サ
」
と
は
と
も
に
音
韻
変

化
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
は
同
じ
土
地
を
指
す
言

葉
と
み
ら
れ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
同
時
代
の
文

献
上
で
こ
れ
だ
け
異
な
り
が
あ
る
の
は
理
解
が
難
し
い
。

　

イ
ザ
サ
か
イ
ナ
サ
か
に
つ
い
て
は
取
り
敢
え
ず
『
古
事
記
』
の

諸
本
に
従
っ
て
「
イ
ザ
サ
」
と
見
る
の
が
無
難
で
あ
る
と
思
う
が
、

で
は
そ
の
名
に
何
ら
か
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

は
可
能
か
。
詳
細
は
後
述
の
論
文
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
結
論
だ
け

述
べ
て
お
き
た
い
。
西
宮
一
民
は
修
訂
版
『
古
事
記
』（
お
う
ふ

う
）
の
頭
注
（
七
〇
頁
）
で
、「
多
分
「
否
塞
」（
外
敵
を
拒
み
遮

る
）
意
の
イ
ナ
サ
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
西
宮
氏
は
更
に
「
イ
サ

サ
」
を
「
不
知
塞
」
か
と
し
て
「
否
塞
」
と
同
意
の
も
の
と
し
て

捉
え
、「
イ
ザ
サ
」
は
そ
の
濁
音
化
の
類
か
、
と
し
て
い
る（「
不
知
」

は
『
万
葉
集
』
二
六
四
・
一
〇
六
二
・
二
七
一
〇
な
ど
で
「
い
さ�

知
ら
ず
」
の
意
で
「
イ
サ
」
の
訓
に
当
て
ら
れ
る
。『
類
従
名
義
抄
』�

（
観
智
院
本
僧
中
18
オ
）
に
も
「
不
知
イ
サ
」
と
見
え
る
）。
つ
ま

り
「
イ
ナ
サ
」「
イ
サ
サ
（
イ
ザ
サ
）」
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
相

手
の
侵
入
を
拒
否
し
、
妨
げ
る
意
を
持
つ
と
取
る
こ
と
が
出
来
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
は
も
う
一
例
、
所
在
不
明
の�

「
イ
ナ
サ
」
が
見
え
る
。
神
武
東
征
条
の
中
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
楯

並
め
て
イ
ナ
サ
の
山
」（
14
歌
）
で
あ
る
。
神
武
一
行
の
進
入
を

防
ぐ
意
味
で
楯
を
並
べ
て
拒
否
し
て
防
い
で
い
る
山
と
い
う
意

を
込
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
同
様
に
イ
ナ
サ
の
小
浜
は
外

来
神
（
天
神
）
の
進
入
を
防
ぐ
場
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
た
の
で
は
無
い
か
（
参
照
、「
イ
ザ
サ
の
小
浜
と
イ
ナ
サ
の
小

浜
―
葦
原
中
国
平
定
神
話
の
地
名
―
」『
古
代
文
学
』
六
〇
号
、

二
〇
二
一
年
三
月
）。

○
天
迦
久
神

　

全
註
釈
は
鹿
神
説
。「
迦
久
は
カ
コ
の
転
で
、
鹿
児
の
意
、
つ

ま
り
天
迦
久
神
は
鹿
神
で
は
あ
る
ま
い
か
。
鹿
は
す
ば
ら
し
い
跳

躍
力
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
、
塞
湛
へ
た
水
を
も
一
飛
び
に
飛
び
越

え
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
特
に
選
ば
れ
た
と
見
る
の
は
ど
う
で
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あ
ら
う
か
。（
又
鍛
冶
屋
が
使
ふ
鞴
は
鹿
の
皮
を
な
め
し
て
作
ら

れ
る
の
で
、
さ
う
し
た
点
か
ら
も
鹿
神
と
縁
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
と
も
か
く
こ
の
条
は
鍛
冶
に
よ
つ
て
刀
劔
が
作
ら
れ
る
こ
と

と
密
接
な
関
係
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。）」
と
述
べ
て
い
る
。

西
郷
注
釈
は
水
手
説
。「
カ
ク
が
カ
コ
の
交
替
形
で
あ
る
こ
と
は
、

天
の
加
久
矢
の
例
か
ら
も
分
る
。
し
か
し
水
を
た
た
え
た
所
に�

「
別
に
」
使
す
る
も
の
と
し
て
は
、
同
じ
交
替
形
で
も
鹿
児
よ
り

水
手
、
つ
ま
り
舟
頭
と
見
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
万
葉
に
は
水
手

を
鹿
児
と
仮
名
で
記
し
た
例
が
あ
る
。」
と
す
る
。
集
成
は
カ
ク

は
輝
く
意
と
し
、「
天
上
界
の
、
輝
く
刀
剣
」
の
義
と
す
る
。「
伊

都
之
尾
羽
張
神
や
建
御
雷
神
の
よ
う
な
刀
剣
神
の
類
の
中
に
あ
る

の
で
、
天
の
迦
久
の
神
も
刀
剣
ゆ
え
の
輝
き
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。」
と
説
く
。
新
編
全
集
は
、
水
手
で
あ
れ
ば
「
河
の
水
を
塞

き
上
げ
て
、
塞
い
で
い
る
道
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
者
に

指
名
さ
れ
た
理
由
が
よ
く
分
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

○
趺
坐

　

葦
原
中
国
の
神
を
威
圧
す
る
行
為
。「
趺
坐
」
は
仏
典
語
。
足

を
組
ん
で
座
る
こ
と
。
中
村
啓
信
は
『
信
西
古
楽
図
』
の
臥
剣
上

舞
の
右
に
、「
唐
志
曰
、
睿
宗
時
婆
羅
門
献
楽
舞
人
。
倒
行
而
以

足
舞
。
極
銛
刀
鋒
、
倒
植
於
地
、
抵
自
就
刃
以
歴
瞼
、
又
於
背
上
、

吹
篳
者
是
腹
上
。
曲
終
而
亦
無
傷
。」
と
あ
り
、「
唐
の
睿
宗
は
、

七
五
五
年
こ
ろ
ま
で
位
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
極
め
て
早
い
時
期
な

ら
『
古
事
記
』
成
立
よ
り
二
年
ほ
ど
早
く
な
る
が
、
婆
羅
門
僧
が

献
じ
た
と
す
る
の
だ
か
ら
、
印
度
人
の
幻
術
者
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。」
と
し
、
建
御
雷
神
の
幻
術
の
典
拠
と
し
て
い
る
（「
伊

耶
那
岐
命
の
幻
術
」『
古
事
記
の
本
性
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇

年
一
月
。
初
出
は
一
九
八
六
年
）。

○
う
し
は
く

　
『
万
葉
集
』
に
は
以
下
の
例
が
あ
る
。

　
　

①�

…
…
海
原
の　

辺
に
も
沖
に
も　

神
留
ま
り　

う
し
は
き

（
宇
志
播
吉
）
い
ま
す
…
…�

（
5
・
八
九
四
）

　
　

②�

…
…
住
吉
の　

現
人
神　

船
舳
に　

う
し
は
き
（
牛
吐
）

た
ま
ひ
…
…�

（
6
・
一
〇
二
一
）

　
　

③�
…
…
こ
の
山
を　

う
し
は
く
（
牛
掃
）
神
の　

昔
よ
り　
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禁
め
ぬ
行
事
ぞ
…
…�

（
9
・
一
七
五
九
）

　
　

④�
沖
つ
神　

う
し
は
く
（
領
）
君
が　

塗
り
屋
形　

丹
塗
り

の
屋
形　

神
が
門
渡
る�

（
16
・
三
八
八
八
）

　
　

⑤�

…
…
皇
神
の　

う
し
は
き
（
宇
之
波
伎
）
い
ま
す　

新
川

の　

そ
の
立
山
に
…�

（
17
・
四
〇
〇
〇
）

　
　

⑥�

…
…
住
吉
の　

我
が
大
御
神　

船
舳
に　

う
し
は
き
（
宇

之
波
伎
）
い
ま
し
…�

（
19
・
四
二
四
五
）

　

全
註
釈
は
、「
う
し
は
く
」
主
体
は
例
外
な
く
「
神
」
で
あ
る

こ
と
か
ら
「
う
し
は
く
」
と
い
う
語
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る

と
し
、「
神
」
が
領
有
す
る
、
或
い
は
支
配
す
る
意
で
あ
る
と
説

く
。
集
成
は
う
し
は
く
は
「
大
人
と
し
て
身
に
帯
び
る
意
と
し
て
、�

「
常
に
、
神
が
領
有
す
る
場
合
に
用
い
る
。
森
や
峰
・
岬
な
ど
の

国
土
に
は
神
が
坐
す
と
い
う
宗
教
的
観
念
に
基
づ
い
た
表
現
。」

と
す
る
。
新
編
全
集
は
、「
ウ
シ
（
主
）＋
ハ
ク
（
着
）
で
、
そ
の

も
の
の
主
人
と
し
て
身
に
つ
け
る
の
意
。
こ
こ
で
は
、
大
国
主
神

が
地
上
世
界
の
諸
領
域
を
領
有
す
る
こ
と
を
い
う
。」
と
す
る
。

○
知
ら
す

　

集
成
は
「
知
る
」
は
「
物
の
状
態
や
性
質
を
、
す
み
ず
み
ま
で

自
分
の
思
う
ま
ま
に
す
る
意
。
占
有
・
領
有
・
支
配
。」
と
し
、

西
郷
注
釈
は
「
シ
ラ
ス
は
ウ
シ
ハ
ク
よ
り
一
段
と
次
元
の
高
い
政

治
的
な
支
配
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
「
佩
く
」
こ
と
の
具
体
性
と�

「
知
る
」
こ
と
の
抽
象
性
と
も
対
応
す
る
。」
と
述
べ
る
。
新
編
全

集
も
「
高
度
の
政
治
的
・
宗
教
的
支
配
を
表
し
、「
う
し
は
く
」

と
区
別
さ
れ
て
い
る
。」
と
説
く
。
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（
四
十
一
）
葦
原
中
国
平
定
（
六
）

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
493
行
～
505
行
）

尒
答
白①

之
、「
僕
者
不
レ
得
レ
白②

。
我
子
八
重
言
代
主
神
、
是
可
レ
白③

。
然
、
為
二
鳥
遊
取
魚
一
而
、
往
二
御
大
之
前
一
未
還
来
」。
故④

尒
、
遣
二

天
鳥
舩
神
一
徴⑤
二
来
八
重⑥

事
代
主
神
一
而
、
問
賜
之
時
、
語
二
其
父⑦

大
神
一
言
、「
恐
之
。
此
國
者
立
二
奉
天
神
之
御
子
一
」。
即
蹈
二
傾
其
舩
一
而
、

天
逆
手
矣
於
二
青
柴
垣
一
打
成
而
隠
也
訓
柴
云

布
斯

。
故
尒
、
問⑧
二
其
大
國
主
神
一、「
今⑨

、
汝
子
事
代
主
神
、
如
此
白
訖
。
亦
、
有
二
可
レ
白
子
一
乎
」。

於
是
亦
白
之
、「
亦
、
我
子
有
二
建
御
名
方
神
一。
除
レ
此
者
無
也
」。
如
此
白
之
間
、
其
建
御
名
方
神
、
千
引
石
擎
二
手
末
一
而
来
言
、「
誰
、

来
二
我
國
一
而
、
忍
〻
如
此
物
言
。
然
、
欲
レ
為
二
力
競
一。
故
、
我
先
欲
レ
取
二
其
御
手
一
」。
故
、
令
レ
取
二
其
御
手
一
者
、
即
取
二
成
立
氷
一、
亦
、

取
二
成
釼
刃
一。
故
尒
、
懼
而
退
居
。
尒
、
欲
レ
取
二
其
建
御
名
方
神
之
手
一
乞
歸
而
取
者
、
如
レ
取
二
若
葦
一
搤
批
而
投
離
者
、
即
逃
去
。
故
、

追
往
而
迫
二
到
科
野
國
之⑪

州
羽
海
一、
将
レ
殺
時
、
建
御
名
方
神
白
、「
恐
。
莫
レ
殺
レ
我
。
除
二
此
地
一
者
不
レ
行
二
他
處
一。
亦
、
不
レ
違
二
我
父⑫

大
國
主
神
之
命
一。
不
レ
違
二
八
重
事
代
主
神
之
言
一。
此
葦
原
中
國
者
、
随
二
天
神
御
子
之
命
一
獻
」。

【
校
異
】

①
底
本
「
曰
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
白
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
自
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
白
」
に
改
め
る
。

③
底
本
「
自
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
白
」
に
改
め
る
。

④
底
本
「
故
尒
遣
天
鳥
舩
神
微
来
」
の
九
字
が
重
複
。
道
祥
本
以
下
に
従
い
、
こ
れ
を
削
る
。

⑩

⑬
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⑤
底
本
「
微
」。
寛
永
版
本
・
寛
永
版
本
等
に
従
っ
て
「
徴
」
に
改
め
る
。

⑥
底
本
「
量
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
重
」
に
改
め
る
。

⑦
底
本
「
見
」。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
父
」
に
改
め
る
。

⑧
底
本
「
同
」。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
問
」
に
改
め
る
。

⑨
底
本
「
令
」。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
今
」
に
改
め
る
。

⑩
底
本
「
未
」。
道
祥
本
・
兼
永
筆
本
傍
書
等
に
従
っ
て
「
手
末
」
に
改
め
る
。

⑪
底
本
「
已
」。
春
瑜
本
以
下
に
従
っ
て
「
之
」
に
改
め
る
。

⑫
底
本
「
欠
」。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
父
」
に
改
め
る
。

⑬
底
本
「
御
子
命
」。
道
祥
本
以
下
の
「
御
子
之
命
」
お
よ
び
底
本
五
〇
六
行
目
の
「
御
子
之
命
」
に
よ
り
改
め
る
。

【
訓
読
文
】

　

尒し
か

く
し
て
答こ
た

へ
白ま
を

し
し
く
、「
僕
や
つ
か
れ

は
白ま
を

す
こ
と
得え

ず
。
我
が
子こ

八や
へ
こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
か
み

重
言
代
主
神
、
是こ
れ

白ま
を

す
べ
し
。
然し
か

あ
れ
ど
も
、
鳥と
り

の
遊あ
そ

び
・
魚す
な

取ど

り

の
た
め
に
、
御み

ほ大
の
前さ
き

に
往ゆ

き
て
未い
ま

だ
還か
へ

り
来こ

ず
」
と
ま
を
し
き
。
故か
れ

尒し
か

く
し
て
、
天あ
め
の

鳥と
り

舩ふ
ね
の

神か
み

を
遣つ
か

は
し
て
八
重
事
代
主
神
を
徴め

し

来き

て
、
問と

ひ
賜た
ま

ひ
し
時と
き

に
、
其そ

の
父ち
ち

の
大お
ほ
か
み神
に
語か
た

り
て
言い

ひ
し
く
「
恐か
し
こ

し
。
此こ

の
国く
に

は
天あ
ま

つ
神か
み

の
御み

子こ

に
立た

て
奉ま
つ

ら
む
。」
と
い
ひ
き
。

即す
な
は

ち
其
の
舩ふ
ね

を
蹈ふ

み
傾か
た
ぶ

け
て
、
天あ
め

の
逆さ
か
て手
を
青あ
を
ふ
し
か
き

柴
垣
に
打う

ち
成な

し
て
隠か
く

り
き
。
故か
れ

尒し
か

く
し
て
、
其そ

の
大お
ほ
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
を
問
ひ
し
く
「
今い
ま

、

汝い
ま
し

が
子こ

事こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
か
み

代
主
神
、
如か

此く

白ま
を

し
訖を
は

り
ぬ
。
亦ま
た

、
白ま
を

す
べ
き
子こ

有あ

り
や
」
と
と
ひ
き
。
是こ
こ

に
亦ま
た

白ま
を

さ
く
「
亦
、
我あ

が
子こ

建た
け
み
な
か
た
の
か
み

御
名
方
神
有

り
。
此こ

を
除お

き
て
は
無
し
」
と
ま
を
し
き
。
如か

此く

白ま
を

す
間あ
ひ
だ

に
、
其そ

の
建
御
名
方
神
、
千ち
び
き
の
い
は

引
石
を
手た
な
す
ゑ末
に
擎さ
さ

げ
て
来き

て
言い

ひ
し
く
「
誰た
れ

ぞ
、�
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我わ

が
国く

に

に
来
て
、忍し

の

ぶ
忍し

の

ぶ
如か

此く

物も
の

言い

ふ
。
然し

か

あ
ら
ば
、
力ち

か
ら

競く
ら

べ
為せ

む
と
欲お

も

ふ
。
故か

れ

、我あ
れ

先ま

づ
其そ

の

の
御み

て手
を
取と

ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
ひ
き
。

故
、
其
の
御
手
を
取
ら
し
む
れ
ば
、
即す
な
は

ち
立た

つ

氷ひ

に
取
り
成
し
、
亦
、
釼つ

る
ぎ

の
刃は

に
取
り
成
し
き
。
故
尒
く
し
て
、
懼お

そ

り
て
退し

り
ぞ

き
居を

り
き
。�

尒
く
し
て
、
其
の
建
御
名
方
神
の
手
を
取
ら
む
と
欲お

も

ひ
て
乞こ

ひ
帰よ

せ
て
取
れ
ば
、
若わ

か

葦あ
し

を
取
る
が
如ご

と

く
搤と

り
批う

ち
て
投な

げ
離は

な

て
ば
、
即
ち

逃に

げ
去さ

り
き
。
故
、
追お

ひ
往ゆ

き
て
科し

な

野の
の

国く
に

の
州す

は
の羽

海う
み

に
迫せ

め
到い

た

り
て
、
殺こ

ろ

さ
む
と
せ
し
時
に
、
建
御
名
方
神
白ま

を

し
し
く
「
恐か

し
こ

し
。
我あ

を

殺
す
こ
と
な
か
れ
。
此こ
の
と
こ
ろ地

を
除お

き
て
は
他ほ

か

し
き
処と

こ
ろ

に
行
か
じ
。
亦
、
我あ

が
父
大
国
主
神
の
命み

こ
と

に
違た

が

は
じ
。
八
重
事
代
主
神
の
言こ

と

に
違

は
じ
。
此こ

の
葦あ

し
は
ら
の原

中な
か
つ
く
に国

は
、
天あ

ま
つ
か
み神

御み

こ子
の
命
の
随ま

に
ま

に
献

た
て
ま
つ

ら
む
」
と
ま
を
し
き
。

【
現
代
語
訳
】

　

こ
う
し
て
答
え
申
し
上
げ
た
こ
と
に
は
、「
私
は
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
子
の
八
重
言
代
主
神
が
、
お
答
え
申
し
上

げ
る
は
ず
で
す
。
で
す
が
、
言
代
主
神
は
御
大
の
岬
に
行
っ
て
い
て
ま
だ
帰
っ
て
き
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
う
い
う
わ

け
で
、
建
御
雷
神
は
天
の
鳥
船
神
を
御
大
の
岬
に
派
遣
し
て
八
重
事
代
主
神
を
呼
び
に
遣
わ
し
て
来
さ
せ
て
、
事
代
主
神
に
お
尋
ね
な

さ
っ
た
時
に
、
そ
の
父
の
大
国
主
神
に
語
っ
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
。
こ
の
国
は
天
つ
神
の
御
子
に
立
て
奉
り
ま

し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
其
の
乗
っ
て
き
た
船
を
踏
み
傾
け
て
、天
の
逆
手
を
青
柴
垣
に
打
ち
成
し
て
隠
れ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、�

建
御
雷
神
は
大
国
主
神
に
尋
ね
た
こ
と
に
は
、「
今
、
お
前
の
子
の
事
代
主
神
は
、
こ
の
よ
う
に
申
し
終
え
た
。
他
に
申
す
べ
き
子
は
い
る

か
」
と
尋
ね
た
。
そ
れ
で
大
国
主
神
が
ま
た
申
し
上
げ
た
こ
と
に
は
、「
他
に
は
、
我
が
子
の
建
御
名
方
神
が
い
ま
す
。
こ
の
子
以
外
に
は

お
り
ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
い
る
間
に
、
そ
の
建
御
名
方
神
が
、
千
引
石
を
手
に
つ
か
み
持
っ
て
来
て
言
っ

た
こ
と
に
は
、「
誰
が
我
が
国
に
来
て
、
ひ
そ
ひ
そ
と
こ
の
よ
う
に
物
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
よ
う
に
言
う
の
な
ら
ば
、
力
比
べ
を�
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し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
で
、私
が
ま
ず
そ
の
御
手
を
取
ろ
う
と
思
う
」と
言
っ
た
。
そ
れ
で
、建
御
雷
神
が
そ
の
御
手
を
取
ら
せ
た
と
こ
ろ
、

そ
の
手
を
つ
ら
ら
に
変
じ
さ
せ
、
ま
た
剣
の
刃
に
変
じ
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
建
御
名
方
神
は
恐
れ
を
な
し
て
後
退
し
た
。
そ
う

し
て
今
度
は
建
御
雷
神
が
建
御
名
方
神
の
手
を
取
ろ
う
と
思
っ
て
求
め
て
引
き
寄
せ
て
手
を
取
る
と
、
若
い
葦
を
抜
き
取
る
よ
う
に
つ
か

み
取
っ
て
投
げ
放
つ
と
、
即
座
に
逃
げ
て
行
っ
た
。
そ
れ
で
追
い
か
け
て
い
っ
て
科
野
の
国
の
諏
訪
の
海
に
ま
で
迫
り
着
い
て
、
殺
そ
う

と
し
た
時
に
、
建
御
名
方
神
が
申
し
た
こ
と
に
は
、「
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
。
私
を
殺
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
こ
の
地
以
外
の
他
の
と
こ

ろ
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
我
が
父
大
国
主
神
の
仰
せ
言
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
八
重
事
代
主
神
の
言
葉
と
異
な
る
と

こ
ろ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
の
葦
原
中
国
は
、
天
神
御
子
の
ご
命
令
の
ま
ま
に
献
り
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。

【
語
釈
】

○
八
重
言
代
主
神

　

大
国
主
神
の
系
譜
条
に
は
「
事
代
主
神
」
と
あ
っ
た
（
注
釈

三
十
三
参
照
）。
こ
の
場
面
で
も
他
は
「
八
重
事
代
主
神
」「
事
代

主
神
」
で
あ
っ
て
、「
コ
ト
」
に
「
言
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は

一
例
の
み
。「
特
に
言
葉
の
働
き
が
重
視
さ
れ
た
発
言
の
た
め
で

あ
ろ
う
」（
新
編
全
集
）
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
国
譲
り
の
発
言

を
す
る
場
面
で
は
「
事
」
に
な
っ
て
い
る
点
で
疑
問
が
残
る
。
単

な
る
避
板
か
、
若
し
く
は
名
義
が
「
言
」「
事
」
の
両
義
性
を
有

す
る
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
か
。「
八
重
」
は
「
幾
重
に
も

重
な
っ
て
い
る
意
」（
思
想
）
で
あ
ろ
う
が
、
父
大
国
主
神
の
発

言
と
建
御
名
方
神
の
発
言
に
は
「
八
重
」
が
冠
さ
れ
、
建
御
雷
神

の
発
言
に
は
「
八
重
」
が
冠
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
書
き
分
け
が
な

さ
れ
て
い
る
。
大
国
主
神
の
名
は
天
神
側
は
一
貫
し
て
「
汝
」
で

あ
り
、
大
国
主
神
と
呼
び
か
け
る
例
は
無
い
な
ど
、
双
方
の
関
係

性
に
よ
っ
て
呼
び
分
け
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
葦
原
色
許

男
命
が
使
わ
れ
る
の
も
や
は
り
そ
う
し
た
関
係
性
に
よ
る
の
で
あ

ろ
う
。
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○
鳥
の
遊
び

　

記
伝
に
「
野
山
海
川
に
出
て
、
鳥
を
狩
て
遊
ぶ
を
い
ふ
な
り
」

と
し
、
雄
略
記
の
「
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

遊
ば
し
し　

猪
の　

病
み
猪
の
…
」（
97
歌
）
の
例
を
挙
げ
る
。「
遊
び
」
に
は

確
か
に
狩
猟
の
意
も
あ
る
が
、
天
若
日
子
の
葬
儀
の
場
面
に
「
日

八
日
夜
八
夜
以
、
遊
也
」
と
見
え
る
よ
う
に
「
遊
」
に
は
鎮
魂
・

歌
舞
音
曲
の
意
も
あ
る
。
日
本
書
紀
一
書
一
に
「
射
鳥
遨
遊
」（
正

文
に
「
遊
鳥
楽
為
」）
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
い
か
に
も
狩
猟
の
意

で
取
れ
そ
う
だ
が
、
鳥
を
狩
る
こ
と
に
何
か
意
味
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
中
西
進
は
託
宣
神
で
あ
る
事
代
主
神
が
鳥
の
遊
び
を

し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

古
代
、
鳥
は
人
間
の
目
に
は
、
こ
と
ば
を
喋
る
動
物
と
し
て

映
っ
た
。
そ
し
て
、
今
そ
の
鳥
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
が
他

な
ら
ぬ
こ
と
ば
の
神
な
の
で
あ
る
。
言
代
主
は
鳥
の
声
を
聞

い
て
い
た
。
霊
威
な
る
鳥
の
こ
と
ば
を
う
か
が
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
鳥
の
な
き
声
は
、
会
話
と
し
て
聞
か
れ
、
や
が

て
人
間
に
言
葉
を
発
見
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
ば
を
今
聞
い
て

い
た
の
で
あ
る
。「
遊
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
楽
器
を

奏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
楽
器
を
奏
す
る
の
は
、
鎮
魂
の
実
修

で
あ
り
、
こ
こ
で
も
お
そ
ら
く
楽
器
を
奏
し
て
鳥
の
声
を
う

か
が
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
（『
古
事
記
を
読
む
2�

天
降
っ

た
神
々
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
一
二
月
）。

○
魚
取
り

　

新
編
全
集
に「
漁
を
す
る
こ
と
。
語
源
的
に
は
、ス
は
イ
ソ（
磯
）

の
交
替
形
イ
ス
の
転
、
ナ
は
「
魚
」、
ト
リ
は
「
取
り
」
の
意
か
。」

と
あ
る
。
日
本
書
紀
正
文
に
「
以
釣
魚
為
楽
」。
な
お
、
日
本
書

紀
正
文
で
は
「
釣
魚
」
に
対
し
て
「
或
曰
」
と
し
て
「
遊
鳥
楽
為
」

を
挙
げ
、
一
書
一
で
は
「
射
鳥
遨
遊
」
の
み
を
挙
げ
て
お
り
、
古

事
記
の
よ
う
に
鳥
遊
・
魚
取
の
両
方
を
行
っ
て
は
い
な
い
。

○
御
大
の
前

　
『
日
本
書
紀
』
正
文
に
「
出
雲
国
の
三
穂
の
碕
」、
一
書
一
に

「
三
津
の
碕
」
と
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
島
根
郡
に
「
御
津
浜
」

が
あ
る
が
、
仮
に
こ
の
地
だ
と
す
る
と
島
根
郡
の
西
側
、
秋
鹿
郡

寄
り
の
浜
と
な
り
、
島
根
半
島
東
端
の
美
保
関
と
は
か
な
り
離
れ
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て
い
る
こ
と
に
な
る
。

○
天
の
逆
手

　

こ
の
後
の
「
打
つ
」
動
作
に
つ
な
が
る
。「
逆
手
」
と
あ
る
の
で
、

通
常
と
は
異
な
る
手
の
打
ち
方
を
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
記
伝
に

言
う
よ
う
に
「
掌
を
外
に
な
し
て
拍
を
云
」
か
、
若
し
く
は
「
左

と
右
と
の
上
下
を
、逆
に
や
り
違
へ
て
拍
を
云
」
か
、定
め
が
た
い
。

『
伊
勢
物
語
』
九
十
七
段
に
「
天
の
逆
手
を
拍
ち
て
な
む
呪
い
居

る
な
る
」
と
み
え
、
呪
い
の
所
作
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
呪

い
を
か
け
る
よ
う
な
場
面
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
も
記
伝
が
言
う

よ
う
に
「
吉
善
事
に
も
渉
て
爲
け
む
」
こ
と
と
し
て
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

○
青
柴
垣
に
打
ち
成
し
て
隠
り
き

　

前
文
か
ら
の
繋
が
り
で
み
る
と
、
乗
っ
て
き
た
船
を
踏
み
傾
け

て
、
天
の
逆
手
を
打
っ
て
そ
の
船
を
青
々
と
し
た
柴
垣
（
フ
シ
カ

キ
）
に
変
え
て
隠
れ
た
、
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。「
訓
柴
云
布

斯
」
と
の
訓
注
が
付
い
て
い
る
の
で
、「
柴
」
は
「
フ
シ
」
と
訓
む
。

清
寧
記
の
歌
に
は
「
斯
婆
加
岐
」（
106
歌
）「
志
婆
如
岐
」（
108
歌
）

の
例
が
あ
り
、
フ
シ
カ
キ
と
シ
バ
カ
キ
を
同
じ
物
と
す
る
見
方
も

あ
る
が
、「
フ
シ
カ
キ
は
、古
代
の
漁
法
に
使
う
仕
掛
け
の
一
つ
で
、

水
中
に
灌
木
を
め
ぐ
ら
し
、
開
口
部
か
ら
魚
を
誘
い
込
ん
で
捕
ら

え
る
も
の
（
簀
立
て
の
類
）
と
い
う
説
が
よ
い
。
シ
バ
カ
キ
は
、

単
に
灌
木
を
編
ん
だ
垣
根
と
意
味
す
る
」
と
新
編
全
集
に
言
う
よ

う
に
、「
シ
バ
カ
キ
」
と
同
一
視
さ
れ
な
い
よ
う
に
こ
こ
に
訓
注

を
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
が
乗
っ
て
き
た
船
が
ひ
っ
く
り

返
っ
て
、
そ
れ
が
岡
と
な
る
と
い
う
話
や
、
船
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
そ
こ
に
鎮
座
す
る
話
は
「
風
土
記
」
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る�

（『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
神
阜
な
ど
）。「
隠
り
き
」
に
つ
い
て

は
次
節
（
古
事
記
注
釈
四
十
二
）
参
照
。

○
建
御
名
方
神

　

記
伝
は
「
建
・
御
」
は
称
え
名
、「
名
」
は
字
義
通
り
、「
方
」

は
「
堅
」
の
意
の
称
え
名
と
す
る
。
全
註
釈
は
名
義
は
未
詳
と
し

つ
つ
ミ
ナ
カ
タ
と
ム
ナ
カ
タ
（
胸
形
・
宗
像
）
は
も
と
同
義
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
西
郷
注
釈
は
、
ミ
ナ
カ
タ
は
宗
像

と
同
じ
く
語
源
は
水
潟
で
あ
る
と
し
、
諏
訪
湖
に
縁
の
あ
る
名
で
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あ
る
と
み
る
。
神
名
帳
に
諏
訪
郡
南
方
刀
美
神
社
二
座
が
あ
る
。�

新
編
全
集
は
「
ミ
（
水
）＋
ナ
（
の
）＋
カ
タ
（
方
）」
と
語
義
解

釈
は
異
な
る
が
、
や
は
り
諏
訪
湖
畔
を
さ
す
か
と
す
る
。
集
成
は

「
南
方
刀
美
」は「
南
方（
南
の
方
角
）の
神
霊
」の
意
で
あ
る
と
し
、

こ
の
南
方
は
製
鉄
炉
の
四
本
の
押
立
柱
の
中
の
南
方
の
柱
の
こ
と

を
さ
す
等
の
理
由
か
ら
こ
の
神
を
製
鉄
神
と
捉
え
て
い
る
。

○
此
を
除
き
て
は
無
し

　

系
譜
に
記
さ
れ
た
中
の
鳥
鳴
海
神
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、
系

譜
に
は
登
場
し
な
い
建
御
名
方
神
を
挙
げ
て
、「
他
に
子
ど
も
は

い
な
い
」
と
い
う
宣
言
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
物
語
上
で
は
、
既

に
退
場
し
て
し
ま
っ
て
い
る
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
は
と
も
か
く
と

し
て
（
こ
の
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
の
退
場
も
、
大
国
主
神
の
子
と

し
て
意
図
的
に
舞
台
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）、

事
代
主
神
は
隠
退
し
、
建
御
名
方
神
は
諏
訪
に
封
じ
ら
れ
、
大
国

主
神
自
ら
も
隠
れ
る
と
描
く
こ
と
で
、
大
国
主
神
の
血
統
に
、
天

下
を
支
配
す
る
存
在
は
出
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
十
七
世
ま
で
続
く
子
孫
は
、
出
雲
に
隠

遁
し
た
「
出
雲
大
神
」（
垂
仁
記
）
の
立
場
を
継
承
し
て
い
く
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
谷
口�

「『
古
事
記
』
上
巻
・
出
雲
系
系
譜
記
載
の
意
義
」『
日
本
神
話
を

ひ
ら
く
』
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
、
二
〇
一
三
年
三
月
よ
り
）。

○
忍
ぶ
忍
ぶ
如
此
物
言
ふ

　
「
し
の
ぶ
」
は
「
こ
ら
え
る
、
た
え
る
」「
つ
つ
み
隠
す
、
秘
密

に
す
る
」。
こ
こ
は
後
者
の
意
と
な
る
か
。
記
伝
は「
さ
て
此
御
使
、

實マ
コ
ト

は
密シ
ノ
ビ
カ
ク隠
し
て
議ハ
カ

れ
る
に
は
非
じ
を
、
己オ
ノ
レ

に
不キ
カ
サ
ズ

令
聞
て
議
る

を
咎ト
ガ

め
て
、
忍シ

ヌ
ビ
シ
ヌ
ビ々

と
は
云
な
り
」
と
説
き
、「
物
言
ふ
」
に
つ

い
て
も
、
何
を
話
し
て
い
た
の
か
を
知
り
な
が
ら
「
何
事
言
と
も

知
ら
ぬ
さ
ま
に
、
故
ら
に
お
ほ
め
け
る
言
な
り
」
と
指
摘
す
る
。

西
郷
注
釈
も
「
な
に
を
こ
そ
こ
そ
や
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
密
談
を
意
味
し
な
い
。
事
の
趣
は
承
知

し
な
が
ら
も
、
天
つ
神
の
詔
命
に
た
や
す
く
従
う
の
を
不
服
と
し

て
、
か
く
咎
め
た
の
だ
」
と
説
い
て
い
る
。

○
そ
の
御
手
を
取
ら
む

　
「
御
手
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
西
郷
注
釈
は
「
天
つ
神
を
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貴
し
と
す
る
観
念
が
干
渉
し
た
た
め
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
建
御

名
方
神
の
「
誰
ぞ
、
我
が
国
に
来
て
、
忍
び
忍
び
に
如
此
物
言
ふ
」

と
い
う
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
は
「
断
じ
て
「
其
の
手
を
取
ら

む
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。
新
編
全
集
も
「
建

御
名
方
神
が
無
意
識
に
天
つ
神
の
側
の
権
威
を
認
め
た
こ
と
の
表

現
か
」
と
指
摘
す
る
。

○�

其
の
御
手
を
取
ら
し
む
れ
ば
、
即
ち
立
氷
に
取
り
成
し
、
亦
、

釼
の
刃
に
取
り
成
し
き

　
「
其
の
御
手
」
は
前
項
に
述
べ
た
通
り
建
御
雷
神
の
手
を
指
す
。

取
ら
し
む
れ
ば
〔
令
取
其
御
手
者
〕
と
あ
る
の
で
、
建
御
雷
神
が

建
御
名
方
神
に
手
を
取
ら
せ
た
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
「
即
取
成

立
氷
、
亦
取
成
釼
刃
」
と
い
う
よ
う
に
「
立
氷
」「
釼
刃
」
に
「
取

り
成
し
た
」
の
が
建
御
雷
神
自
身
の
手
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
建
御
名
方
神
の
手
を
「
取
り
成
し
た
」
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
全
註
釈
・
集
成
・
思
想
な
ど
の
注
釈
書
は
建
御
雷
神
が
剣
神

で
あ
る
故
に
自
身
の
手
を
剣
・
氷
に
変
じ
さ
せ
る
と
取
る
。
そ
の

点
で
は
記
伝
も
同
じ
だ
が
、
記
伝
は
「
建
御
雷
神
の
御
手
を
捉
て
、

立タ
チ
ビ氷

に
變ナ

ス化
な
り
」
と
、「
取
り
成
す
」
の
は
建
御
名
方
神
で
あ

る
と
す
る
。
た
だ
し
「
此
は
建
御
名
方
神
の
、
自ミ

の
心
よ
り
如
此

變ナ

セ化
る
に
は
あ
ら
ず
、
建
御
雷
神
の
、
例
の
奇ク

シ

く
靈ア

ヤ
シ

き
徳

イ
キ
ホ
ヒ

を

以
て
變ナ

シ化
て
、
御
名
方
神
を
威オ

ド

せ
る
所シ

ワ
ザ為

な
り
」
と
解
し
て
結
局

は
建
御
雷
神
の
霊
威
に
よ
る
も
の
と
捉
え
る
。
文
脈
上
「
取
成
」

の
主
語
を
建
御
名
方
神
と
み
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
新

編
全
集
は
「
建
御
名
方
神
の
手
を
つ
か
ん
で
「
立た
つ
ひ氷
」
に
変
化
さ

せ
る
の
意
」
と
解
し
て
い
る
。
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
建
御
雷
神

が
降
臨
時
に
釼
の
先
に
足
を
組
ん
で
座
っ
て
威
嚇
し
た
よ
う
に
、

自
身
の
手
を
取
ら
せ
て
、
そ
の
手
を
立
氷
・
釼
に
変
え
て
霊
威
を

示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
搤
り
批
ち
て

　

こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、【
補
注
解
説
二
】
参
照
。
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（
四
十
二
）
葦
原
中
国
平
定
（
七
）

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
505
行
～
520
行
）

故
、
更
且
還
来
、
問
二
其
大
國
主
神
一、「
汝
子
等
、
事
代
主
神
・
建
御
名
方
神
、
二
神
者
随
二
天
神
御
子
之
命
一
勿
レ
違
白
訖
。
故
、
汝
心
奈
何
」。

尒
答
白
之
、「
僕
子
等
、
二
神
随
レ
白
、
僕
之
不
レ
違
。
此
葦
原
中
國
者
随
レ
命
既
獻
也
。
唯
、
僕
住
所
者
、
如
二
天
神
御
子
之
天
津
日①

継
所�

レ
知
之
登
陁
流
此
三
字
以
音

下

效

此

天
之
御
巣
一
而
、
於
二
底
津
石
根
一
宮
柱
布
斗
斯
理
此
四
字

以
音

、
於
二
高
天
原
一
氷
木
多
迦
斯
理
多
迦
斯
理

四
字
以
音

而
治
賜
者
、
僕
者�

於
二
百
不
レ
足
八
十
垧②

手
一
隠
而
侍
。
亦
、
僕
子
等
百
八
十
神
者
、
即
八
重
事
代
主
神
、
為
二
神③

之
御
尾
前
一
而
仕
奉
者
、
違
神
者
非
也
」。

如
此
之
白
而
、於
二
出
雲
國
之
多
藝
志
之
小
濱
一
造
二
天
之
御
舎
一
多
藝
志
三

字
以
音

而
、
水
戸
神
之
孫
櫛
八
玉
神
為
二
膳
夫
一、
獻
二
天
御
饗
一
之
時
禱
白
而
、

櫛
八
玉
神
化
レ
鵜
、
入
二
海
底
一、
咋④
二
出
底
之
波
迩
一
此
二
字

以

音

、
作
二
天
八
十
毗
良
迦
一
此
三
字

以

音

而
、
鎌
二
海⑤

布
之
柄
一
作
二
燧
臼
一、
以
二
海
蓴
之
柄
一�

作
二
燧
杵
一
而
、
櫕
二
出
火
一
云
、
是
我
所
レ
燧
火
者
、
於
二
髙
天
原
一
者
、
神
産
巣
日
御
祖
命
之
登
陁
流
天
之
新
巣
之
凝
烟
訓
凝
烟

云
州
湏

之
八
拳
垂
麻

弖
焼
擧
麻
弖
二

字
以
音

、
地
下
者
、
於
二
底
津
石
根
一
焼
凝
而
、
栲
縄
之
千⑥

尋
縄
打
莚
、
為
レ
釣
海
人
之
、
口
大
之
尾
翼
鱸
訓
鱸
云⑦

湏
受
岐

、
佐
和
佐
和
迩
此
五
字

以

音

控

依
騰
而
、
打
竹
之
登
遠⑧

〻
登
遠
〻
迩
此
七
字

以

音

、
獻
二
天
之
真
魚
咋
一
也
。
故
、
建
御
雷
神
、
返
参
上
、
復
下
奏
言
二
向
和
三
平
葦
原
中
國
一
之
状
上。

【
校
異
】

①
底
本
「
月
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
日
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
怕
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
垧
」
に
改
め
る
。

③
底
本
ナ
シ
。
兼
永
筆
本
以
下
に
従
っ
て
「
神
」
を
補
う
。
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④
底
本
「
吹
上
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
咋
」
に
改
め
る
。

⑤
底
本
「
汝
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
海
」
に
改
め
る
。

⑥
底
本
「
子
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
千
」
に
改
め
る
。

⑦
底
本
「
之
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
云
」
に
改
め
る
。

⑧
底
本
ナ
シ
。
兼
永
筆
本
以
下
に
従
っ
て
「
登
遠
〃
」
を
補
う
。

【
訓
読
文
】

　

故
、
更さ
ら

に
且ま
た

還か
へ

り
来き

て
、
其
の
大お
ほ
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
を
問
ひ
し
く
、「
汝い
ま
し

が
子こ

等ら

、
事こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
か
み

代
主
神
・
建た
け
み
な
か
た
の
か
み

御
名
方
神
、
二
ふ
た
は
し
ら

の
神
は
天あ
ま
つ
か
み
み
こ

神
御
子
の

命み
こ
と

に
違た
が

ふ
こ
と
勿な

け
む
と
白ま
を

し
訖を
は

り
ぬ
。
故
、
汝い
ま
し

が
心
は
奈い

か何
に
」
と
と
ひ
き
。
尒し
か

く
し
て
答
へ
白
し
し
く
「
僕
や
つ
か
れ

が
子こ

等ど
も

、
二
ふ
た
は
し
ら

の
神
の
白
す
随ま

に
ま

に
、
僕

や
つ
か
れ

は
違
は
じ
。
此
の
葦
原
中
国
は
命み

こ
と

の
随
に
既す

で

に
献
ら
む
。
唯た

だ

、
僕

や
つ
か
れ

が
住す

む
所と

こ
ろ

は
、
天あ

ま
つ
か
み
み
こ

神
御
子
の
天あ

ま

津つ

日ひ

継つ
ぎ

知し

ら
す
登と

陁だ

流る

天あ
め

之の

御み

巣す

の
如
く
し
て
、
底そ
こ
つ津
石い
は

根ね

に
宮み
や

柱ば
し
ら

布ふ

と

し

り

斗
斯
理
、
高た
か
あ
ま
の
は
ら

天
原
に
氷ひ

ぎ

た

か

し

り

木
多
迦
斯
理
て
治を
さ

め
賜た
ま

は
ば
、
僕
や
つ
か
れ

は
百も
も

足た

ら
ず
八や

十そ

垧く
ま

手で

に
隠か
く

り
て
侍は
べ

ら
む
。
亦
、
僕
や
つ
か
れ

が
子こ

等ど
も

百も
も

八や

十そ

神か
み

は
、
即す
な
は

ち
八
重
事
代
主
神
、
神
の
御み

尾を

前さ
き

と
し
て
仕つ
か

へ
奉ま
つ

ら
ば
、
違た
が

ふ
神
は
非あ
ら

じ
」
と
ま
を
し
き
。

　

如か

此く

白ま
を

し
て
、
出い
づ
も
の雲
国く
に

の
多た

藝ぎ

志し

の
小を

濱は
ま

に
天あ
め

の
御み
あ
ら
か舎
を
造つ
く

り
て
、
水み
な
と
の戸
神か
み

の
孫う
ま
ご

櫛く
し

八や
た
ま
の玉
神か
み

を
膳か
し
は
で夫
と
し
、
天あ
め

の
御み
あ
へ饗
を
献
た
て
ま
つ

る

時と
き

に
禱ほ

き
白
し
て
、
櫛
八
玉
神
鵜う

に
化な

り
、
海う
み

の
底そ
こ

に
入い

り
、
底
の
は
に
を
咋く

ひ
出い

で
、
天あ
め

の
八や

そ

び

ら

か

十
毗
良
迦
を
作つ
く

り
て
、
海め布
の
柄か
ら

を

鎌か

り
燧ひ
き
り

臼う
す

を
作
り
、
海こ

も蓴
の
柄
を
以も
ち

て
燧ひ
き
り

杵き
ね

を
作
り
て
、
火
を
櫕き

り
出い
だ

し
て
云い

ひ
し
く
、「
是こ

の
我あ

が
燧き

れ
る
火
は
、
高
天
原
に
は
、

神か
む
む
す
ひ
み
お
や
の
み
こ
と

産
巣
日
御
祖
命
の
登と

陁だ

流る

天あ
め

の
新に
ひ
す巣
の
凝す

す烟
の
八や

拳つ
か

垂た

る
ま
で
焼た

き
挙あ

げ
、
地つ
ち

の
下し
た

は
、
底そ
こ
つ津
石い
は

根ね

に
焼た

き
凝こ

ら
し
て
、
栲た
く

縄な
は

の
千ち

尋ひ
ろ�
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縄な
は

打う

ち
莚は

へ
、
釣つ

り

す
る
海あ

ま人
の
、
口く

ち
お
ほ大

の
尾を

翼は
た

鱸す
ず
き

、
さ
わ
さ
わ
に
控ひ

き
依よ

せ
騰あ

げ
て
、
打う

つ
竹た

け

の
と
を
を
と
を
を
に
、
天あ

め

の
真ま

魚な

咋ぐ
ひ�

献
た
て
ま
つ

る
。」
と
い
ひ
き
。

　

故か
れ

、
建
御
雷
神
、
返か

へ

り
参ま

ゐ
上の

ぼ

り
、
葦
原
中
国
を
言こ

と

向む

け
和や

平は

す
状か

た
ち

を
復

か
へ
り
こ
と
ま
を

奏
す
。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
し
て
、
再
び
戻
っ
て
き
て
、
そ
の
大
国
主
神
を
問
い
質
し
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
お
前
の
子
ど
も
た
ち
、
事
代
主
神
と
建
御
名

方
神
、
二
は
し
ら
の
神
は
天
神
御
子
の
お
言
葉
に
違
う
こ
と
は
無
い
と
申
し
上
げ
終
わ
っ
た
。
そ
れ
で
、
お
前
の
心
は
ど
う
で
あ
る
の
か
」

と
尋
ね
た
。
そ
れ
で
、
お
答
え
申
し
上
げ
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
私
の
子
の
二
は
し
ら
の
神
が
申
し
上
げ
た
通
り
、
私
の
心
も
違
う
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
葦
原
中
国
は
お
言
葉
に
従
っ
て
す
べ
て
献
上
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
私
が
住
む
所
は
、
天
神
御
子
が
天
つ
日

嗣
を
継
承
し
て
統
治
な
さ
る
満
ち
足
り
た
天
の
お
住
ま
い
の
よ
う
に
、
地
底
深
く
に
あ
る
大
き
な
磐
に
宮
の
柱
を
太
く
し
っ
か
り
と
立
て

て
、
高
天
原
に
千
木
を
高
く
そ
び
え
さ
せ
て
治
め
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
私
は
百
足
ら
ず
八
十
＝
多
く
の
道
の
曲
が
り
角
の
奥
に
あ
る
見

え
な
い
世
界
に
隠
れ
て
お
仕
え
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
私
の
子
の
百
八
十
神
は
、
八
重
事
代
主
神
が
そ
の
神
々
の
先
頭
と
後
尾
に

立
っ
て
お
仕
え
す
る
な
ら
ば
、
逆
ら
う
神
は
居
な
い
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。

　
（
大
国
主
神
は
）
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
、
出
雲
国
の
多
芸
志
の
小
浜
に
天
神
を
も
て
な
す
た
め
の
御
殿
を
作
り
、
水
戸
神
の
孫
の�

櫛
八
玉
神
を
調
理
神
と
し
て
、
天
神
に
食
事
を
献
じ
る
時
に
祝
い
ご
と
を
申
し
上
げ
て
、
櫛
八
玉
神
は
鵜
と
な
っ
て
、
海
の
底
に
入
り
、
底

の
粘
土
状
の
土
を
く
わ
え
出
し
て
き
て
、
た
く
さ
ん
の
天
の
器
を
作
り
、
海
藻
の
茎
を
刈
り
取
っ
て
火
を
熾
す
臼
を
作
り
、
海
藻
の
茎
を

使
っ
て
火
を
熾
す
た
め
の
杵
を
作
っ
て
、（
大
国
主
神
が
）
火
を
鑽
り
出
し
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
こ
の
私
が
鑽
っ
た
火
は
、
高
天
原
に
は
、�
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【
語
釈
】

○
天
津
日
継

　

日
の
御
子
と
し
て
統
治
権
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
示
す
語
。「
天

津
日
続
」「
日
継
」「
日
続
」
と
も
。
応
神
記
に
「
宇
遅
能
和
紀
郎

子
は
、
天
津
日
継
を
知
ら
せ
」、
允
恭
記
に
「
天
皇
、
初
め
天
津

日
継
を
知
ら
さ
む
と
為
し
時
に
」「
日
継
を
知
ら
す
こ
と
得
じ
」�

「
木
梨
之
軽
太
子
の
日
継
を
知
ら
す
こ
と
を
定
め
た
る
に
」、
清
寧

記
に
「
是
に
、
日
継
知
ら
さ
む
王
を
問
ひ
て
」、
顕
宗
記
「
即
ち

意
富
祁
命
、
天
津
日
続
を
知
ら
し
き
」、
武
烈
記
に
「
日
続
を
知

ら
す
べ
き
王
無
し
」
と
見
え
る
。

○
登
陁
流

　
「
十
足
る
」
で
充
分
に
満
ち
足
り
て
い
る
意
。
安
藤
正
次
は
琉
球

語
の
テ
ダ
（
太
陽
）
を
活
用
さ
せ
た
語
と
み
て
太
陽
の
照
り
輝
く

意
と
す
る
が
、
西
宮
一
民
は
こ
こ
だ
け
琉
球
語
で
説
く
の
は
い
か
が�

か
と
し
て
「
そ
・
ダ
ル
（
具
足
）」
と
同
じ
く
「
と
・
ダ
ル
（
充
足
）」

の
意
と
し
、「
チ
ダ
ル
（
千
足
）、
モ
モ
ダ
ル
（
百
足
）」
と
同
発
想

で
、十
分
に
満
ち
足
り
て
い
る
意
の
美
称
と
す
る
（
修
訂
）。
な
お
、�

『
出
雲
国
風
土
記
』
楯
縫
郡
の
郡
名
起
源
記
事
の
中
に
「
五
十
足
天

の
日
栖
の
宮
」
の
語
が
見
え
る
。「
五
十
足
」
な
ら
ば
「
十
足
」
を

更
に
大
き
く
し
た
表
現
に
な
る
が
、「
五
」
は
細
川
家
本
・
倉
野
本

等
で
は
「
吾
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
吾
が
十
足
」
と
訓
む
テ
キ

ス
ト
・
注
釈
書
も
あ
る
。「
吾
が
十
足
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

文
脈
の
近
似
も
あ
る
故
、
古
事
記
の
「
登
陁
流
」
と
同
一
の
語
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

神
産
巣
日
御
祖
命
の
満
ち
足
り
た
天
の
新
し
い
住
居
に
煤
が
長
く
垂
れ
る
く
ら
い
に
炊
き
上
げ
、
地
下
の
方
に
は
、
大
き
な
磐
に
届
く
ま

で
焼
き
固
め
て
、
栲
縄
の
千
尋
も
あ
る
長
い
縄
を
伸
ば
し
て
張
り
、
釣
を
す
る
海
人
が
、
口
の
大
き
な
尾
鰭
の
張
っ
た
立
派
な
鱸
を
、
ざ
わ

ざ
わ
と
音
を
立
て
て
引
き
上
げ
、
打
竹
が
撓
む
よ
う
に
料
理
台
が
撓
む
ほ
ど
た
く
さ
ん
に
、
天
の
魚
の
料
理
を
献
上
し
ま
す
」
と
言
っ
た
。

　

そ
う
し
て
、
建
御
雷
神
は
、（
高
天
原
に
）
返
り
参
り
上
り
、
葦
原
中
国
を
言
葉
で
以
て
従
わ
せ
て
平
定
し
た
こ
と
を
報
告
申
し
上
げ
た
。
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○
天
之
御
巣

　

巣
は
住
処
。「
天
神
御
子
の
天
津
日
継
知
ら
す
登
陁
流
天
之
御

巣
」
と
あ
る
の
で
、
降
臨
す
る
天
神
御
子
の
住
処
（
宮
殿
）
を
意

味
す
る
か
。
後
に
降
臨
し
た
ニ
ニ
ギ
命
の
宮
殿
造
営
に
ま
つ
わ
る

描
写
が
同
様
に
「
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に
氷
椽

た
か
し
り
て
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。

○
治
め
賜
は
ば

　
「
治
」
は
「
治
天
下
」
で
多
く
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
以

下
の
例
が
あ
る
。

　
　

①�

命
せ
ら
え
し
国
を
治
め
ず
し
て
、

�

（
神
代
記
・
三
貴
子
の
分
治
）

　
　

②�「
能
く
我
が
前
を
治
め
ば
、
…
」

�

（
神
代
記
・
大
国
主
神
の
国
作
り
）

　
　

③�「
然
ら
ば
、
治
め
奉
る
状
は
、
奈
何
に
」�

（
同
右
）

　
　

④
当
該

　
　

⑤�

故
、
如
此
撥
ひ
治
め
て
、
参
ゐ
上
り
て
、
覆
奏
し
き
。

�

（
景
行
記
）

　
　

⑥�

乃
ち
其
の
櫛
を
取
り
、
御
陵
を
作
り
て
、
治
め
置
き
き
。

�

（
景
行
記
）

　
　

⑦�「
…
八
田
若
郎
女
を
治
め
賜
は
ず
。
…
」�

（
仁
徳
記
）

　

思
想
大
系
訓
読
補
注
は
「
治
天
下
」
及
び
①
は
「
シ
ラ
ス
」
で

訓
み
、
そ
れ
以
外
の
②
～
⑦
に
つ
い
て
は
「
統
率
安
定
さ
せ
る
、

管
理
す
る
意
で
あ
る
と
す
る
。
⑥
に
つ
い
て
は
埋
葬
の
意
と
も
取

れ
る
が
管
理
す
る
意
と
も
取
れ
る
か
、
と
し
て
い
る
。
新
編
全
集

は
②
③
に
つ
い
て
は
「
あ
る
べ
き
状
態
に
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
で
、

こ
こ
で
は
、
神
を
祭
っ
て
そ
の
御
魂
を
鎮
め
る
意
」
と
し
、
当
該

④
に
つ
い
て
は
「
祭
る
こ
と
」
と
取
る
。

○
八
十
垧
手

　
「
垧
」
は
「
坰
」
の
俗
字
。
以
下
「
坰
」
で
記
す
。「
坰
」
は
中

国
の
古
字
書
『
爾
雅
』
釋
地
に
「
邑
外
謂
之
郊�

郊
外
謂
之
牧�

牧
外

謂
之
野�

野
外
謂
之
林�

林
外
謂
之
坰
」
と
あ
り
、「
邑
」
か
ら
最
も

離
れ
た
と
こ
ろ
が
「
坰
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
朱
祖
延
主
編
『
爾
雅�

詁
林
』（
中
巻
二
六
〇
二
頁
）
湖
北
教
育
出
版
社
、一
九
九
六
年
一
一�

月
に
よ
る
）。『
日
本
書
紀
』
で
は
「
八
十
隈
（
隈
此
云
矩
磨
埿
）」�
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（
神
代
下
九
段
正
文
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
戸
谷
高
明
は
「
坰
」

と
「
隈
」
の
字
義
の
違
い
に
着
目
し
、
和
語
ク
マ
デ
（
隈
）
は
多

く
の
角
を
曲
が
っ
た
所
を
指
す
が
、「
坰
」
は
あ
く
ま
で
も
僻
遠

の
地
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、ク
マ
デ（
隈
）と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

敢
え
て
「
坰
」
の
字
を
宛
て
た
と
こ
ろ
に
『
古
事
記
』
編
者
の
意

図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、「
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
隠
退

の
地
が
〈
遠
隔
の
出
雲
〉
で
あ
る
こ
と
を
効
果
的
に
表
現
し
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
（「
古
事
記
の
漢

語
表
現
―「
坰
」「
凶
醜
」
の
用
法
―
」『
古
事
記
の
表
現
論
的
研
究
』

新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
。
初
出
は
一
九
九
三
年
九
月
）。

　

諸
注
釈
で
は
①
黄
泉
国
（
記
伝
・
全
講
・
全
註
釈
）、
②
根
之

堅
州
国
（
大
成
・
思
想
大
系
）、③
幽
界
（
評
釈
）、④
僻
遠
の
地
（
幽

界
）（
新
校
）、
⑤
僻
遠
の
地
（
杵
築
大
社
）（
西
郷
注
釈
）、
⑥
僻

遠
の
地
（
出
雲
）（
新
編
全
集
）
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
が
、
以
上

確
認
し
て
き
た
内
容
か
ら
す
れ
ば
、「
八
十
坰
手
隠
而
侍
」
と
い

う
の
は
、
大
国
主
神
が
国
譲
り
を
し
た
後
、「
多
く
の
道
の
曲
が

り
角
を
通
り
、
遠
い
と
こ
ろ
に
隠
れ
て
控
え
て
居
り
ま
し
ょ
う�

（
お
仕
え
致
し
ま
し
ょ
う
）」
と
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的

に
ど
こ
を
指
す
の
か
が
定
め
が
た
い
。
大
方
は
出
雲
か
ら
更
に
隠

れ
た
場
所
と
し
て
の
異
界
・
幽
界
を
想
定
す
る
も
の
が
多
い
わ
け

だ
が
、
出
雲
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
出
雲
は

国
譲
り
の
範
囲
に
含
ま
な
い
こ
と
に
な
り
、『
出
雲
国
風
土
記
』

意
宇
郡
母
理
郷
の
神
話
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
う
し
た
読
み
取
り
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。（
参
照
、
久
保
田
恵
梨
「
古
事
記
神
話
に
お
け
る
出
雲
の�

位
置
づ
け
」『
上
代
文
学
研
究
論
集
』
8
号
、
二
〇
二
四
年
三
月
）。

○
隠
り
て
侍
ら
む

　
『
古
事
記
』の「
侍
」は
他
に
五
例
、い
ず
れ
も
貴
人
の
側
に
居
る
、�

仕
え
る
の
意
を
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、「
隠
」
と
は
い
っ
て

も
、
異
な
る
世
界
に
去
っ
て
全
く
関
わ
ら
な
く
な
る
こ
と
で
は
な

い
ら
し
い
。
事
代
主
神
も
、
後
の
大
国
主
神
の
言
葉
の
中
に
「（
僕

が
子
等
百
八
十
の
）
神
の
御
尾
前
と
為
て
仕
へ
奉
ら
ば
、
違
ふ
神

は
非
じ
」
と
見
え
る
。「
仕
奉
」
は
『
古
事
記
』
中
に
二
十
四
例
、

結
婚
の
承
諾
も
含
め
、
天
神
御
子
や
天
皇
に
対
し
て
文
字
通
り�
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お
仕
え
す
る
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
神
話
冒
頭
部

の
神
々
も
、「
隠
身
也
」
と
は
あ
る
が
、
そ
の
直
後
に
伊
耶
那
岐
・

伊
耶
那
美
に
「
命
以
―
言
依
」
を
す
る
の
は
冒
頭
の
天
神
諸
で

あ
ろ
う
か
ら
、「
隠
」
れ
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
神
々
の
世
界
と
関

わ
ら
な
く
な
る
こ
と
で
は
な
い
ら
し
い
（
参
照
、
久
保
田
恵
梨�

「『
古
事
記
』
神
話
に
お
け
る
出
雲
の
位
置
づ
け
」『
上
代
文
学
研
究�

論
集
』
8
号
、
二
〇
二
四
年
三
月
）。

○
僕
が
子
等
百
八
十
神

　

日
本
書
紀
神
代
上
八
段
一
書
六
に
「
其
の
（
大
国
主
神
の
）
子

凡
て
一
百
八
十
一
神
有
す
」
と
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
総
記
に

は
在
神
祇
官
社
と
し
て
「
一
百
八
十
四
所
」
と
記
す
。「
出
雲
国
造

神
賀
詞
」
に
は
「
か
ぶ
ろ
き
熊
野
の
大
神
く
し
み
け
の
の
命
、
国

作
り
ま
し
し
大
な
も
ち
の
命
二
柱
の
神
を
始
め
て
百
八
十
六
社
に

坐
す
」
と
記
す
。
延
喜
式
神
名
帳
に
は
「
出
雲
国
一
百
八
十
七
座
」

と
す
る
。

○
神
の
御
尾
前

　

御
尾
（
先
頭
）
と
御
前
（
後
尾
）
の
意
と
さ
れ
る
が
、他
に
例
を�

見
な
い
。
天
武
紀
元
年
七
月
（
壬
申
の
乱
）
条
に
、
高
市
県
主
許

梅
に
事
代
主
神
・
生
霊
神
が
神
が
か
り
し
て
降
し
た
託
宣
の
中
に

「
吾
は
皇
御
孫
命
の
前
後
に
立
ち
て
、
不
破
に
送
り
奉
り
て
還
る
。

今
し
且
官
軍
の
中
に
立
ち
て
守
護
り
ま
つ
る
」
と
あ
る
の
と
関
連

す
る
か
。「
御
前
に
（
立
ち
て
）
仕
へ
奉
る
」
と
い
う
表
現
は
こ

の
後
の
天
孫
降
臨
の
場
面
に
お
い
て
、
猿
田
毗
古
神
、
及
び
天
忍

日
命
・
天
津
久
米
命
の
奉
仕
の
様
に
使
わ
れ
て
い
る
。「
神
」
は
、�

天
神
御
子
に
帰
順
奉
仕
す
る
諸
神
を
指
す
と
す
る
説
（
記
伝
）、

天
神
の
御
子
を
指
す
と
す
る
説
（
西
郷
注
釈
）
が
あ
っ
て
明
確
で

は
な
い
が
、
仕
え
奉
る
対
象
が
天
神
側
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。
事
代
主
神
が
天
神
側
の
守
り
神
と
な
る
こ
と
は
、
こ
の
神

が
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
宮
中
守
護
四
神
の
一
神
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
延
喜
式
神
名
帳
の
宮
中
神
三
十
六
座
の
御
巫
祭
神
八
座
に
事
代

主
神
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
。

○
多
藝
志
の
小
濱

　

他
に
見
え
な
い
こ
の
地
名
に
つ
い
て
は
、所
在
未
詳
と
す
る
テ
キ

ス
ト
が
多
い
。「
天
の
御
舎
」
を
杵
築
大
社
と
し
て
捉
え
る
記
伝
の�
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場
合
は
、「
さ
て
此
は
、
杵
築
大
社
の
地
の
古
名
と
聞
え
た
る
を
、

此
名
他
に
見
え
た
る
こ
と
な
し
」
と
す
る
。
西
郷
注
釈
は
、
記
伝

と
同
じ
く
「
天
の
御
舎
」
を
杵
築
大
社
と
取
る
が
、「
イ
ナ
サ
」
を�

「
諾
否
」
と
し
て
捉
え
る
の
と
合
わ
せ
る
形
で
、「
タ
ギ
シ
」
を
「
違

は
じ
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
と
し
、
説
話
上
の
地
名
で
あ
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
と
説
く
。
一
方
で
集
成
の
頭
注
（
八
七
頁
）
で

「
一
説
に
、
出
雲
大
社
の
現
在
地
よ
り
北
方
の
簸
川
郡
武
志
（
今

の
出
雲
市
武
志
町
）。「
多
芸
志
」
は
凸
凹
し
た
、
ま
た
は
く
ね
く

ね
曲
っ
た
海
岸
線
に
基
づ
く
命
名
か
」
と
す
る
。
集
成
は
こ
の
箇

所
を
「
出
雲
大
社
の
縁
起
譚
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
次
項
に
記

す
よ
う
に
そ
の
点
は
賛
同
出
来
な
い
が
、「
タ
ギ
シ
」
の
語
義
の

理
解
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
（
但

し
同
じ
西
宮
一
民
氏
の
テ
キ
ス
ト
で
も
修
訂
版
の
頭
注
で
は
天
の

御
舎
を
造
っ
た
の
は
大
国
主
神
で
あ
る
と
し
て
見
方
を
変
え
て
い

る
）。
な
お
多
芸
志
の
小
浜
に
つ
い
て
は
谷
口
雅
博
に
（「
イ
ザ

サ
の
小
浜
と
タ
ギ
シ
の
小
浜
―
葦
原
中
国
平
定
神
話
の
地
名
―
」�

『
古
代
文
学
』
60
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
が
あ
る
。

○
天
の
御
舎

　

記
伝
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
つ
て
は
、
こ
の
「
天
の
御
舎
」
を

出
雲
大
社
（
杵
築
大
社
）
の
こ
と
と
し
、
天
神
側
が
大
国
主
神
を

饗
応
し
た
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「（
大

国
主
神
が
）
如
此
之
白
而
、
…
…
造
天
之
御
舎
而
…
…
、
為
膳
夫
、

獻
天
御
饗
…
…
」
と
続
く
文
脈
か
ら
す
る
と
、「
白
・
造
・
為
・
獻
」

は
皆
大
国
主
神
の
行
為
と
し
て
読
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
在
で
は

こ
の
「
天
の
御
舎
」
は
出
雲
大
社
と
は
別
で
あ
る
と
捉
え
、
大
国

主
神
の
側
が
天
神
の
使
者
の
側
を
饗
応
し
た
こ
と
を
示
す
と
す
る

見
方
が
な
さ
れ
て
来
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
も
の
と

思
わ
れ
る
（
益
田
勝
実
「
古
事
記
に
お
け
る
説
話
の
展
開
」『
古

事
記
大
成
第
二
巻
文
学
篇
』
平
凡
社
一
五
九
七
年
、
矢
嶋
泉
「『
古

事
記
』〈
国
譲
り
神
話
〉
の
一
問
題
」『
日
本
文
学
』
三
七
巻
三
号

一
九
八
八
年
三
月
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事

記
』
111
頁
頭
注
、
三
浦
佑
之
「
出
雲
と
は
い
か
な
る
世
界
か
」『
出

雲
神
話
論
』
講
談
社
二
〇
一
九
年
一
一
月
等
に
よ
る
）。
従
っ
て

大
国
主
神
は
、「
多
芸
志
の
小
浜
」
の
「
天
の
御
舎
」
に
お
け
る�
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接
待
饗
応
の
後
、「
八
十
坰
手
」
に
隠
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
多
芸

志
の
小
浜
」
は
他
に
見
え
ず
、
所
在
未
詳
の
地
と
さ
れ
る
が
、「
天

の
御
舎
」
が
杵
築
大
社
と
は
別
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
多

芸
志
の
小
浜
」
の
所
在
も
出
雲
大
社
近
辺
の
地
と
考
え
る
必
要
性

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
前
項
参
照
）。

○
水
戸
神

　

ミ
（
水
）＋
ナ
（
の
）＋
ト
（
門
）
の
神
で
河
口
の
神
。
伊
耶
那

岐
命
と
伊
耶
那
美
命
の
国
生
み
の
際
に
、「
次
に
水
戸
の
神
、
名
は

速
秋
津
日
子
神
を
生
み
き
。
次
に
妹
速
秋
津
比
売
神
」
と
あ
っ
た
。

○
櫛
八
玉
神

　

櫛
を
「
奇
し
」
と
し
、
八
を
多
数
の
意
と
す
る
こ
と
は
諸
注
一

致
す
る
が
、
玉
は
「
霊
」
と
み
て
「
一
身
に
多
く
の
霊
魂
を
持
ち
、

さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
な
す
神
」
と
す
る
説
（
集
成
）
や
、海
の
珠
（
真

珠
）
と
関
連
付
け
る
説
（
西
郷
注
釈
・
新
編
全
集
な
ど
）
が
あ
る
。

○
天
の
御
饗
を
献
る

　

大
国
主
神
側
が
天
神
の
使
者
建
御
雷
神
を
も
て
な
す
た
め
に
食

事
を
献
上
す
る
。【
補
注
解
説
三
】
参
照
。

○
天
の
八
十
毗
良
迦

　

献
上
す
る
食
事
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
。「
天
の
御
舎
」「
天
の

御
饗
」「
天
の
八
十
毗
良
迦
」
と
い
う
よ
う
に
「
天
」
が
冠
さ
れ

る
の
は
、
天
神
側
を
も
て
な
す
た
め
の
殿
舎
・
食
事
・
容
器
で
あ

る
た
め
と
見
ら
れ
る
。

○
燧
臼
・
燧
杵

　

火
を
熾
す
た
め
の
道
具
。
穴
の
開
い
た
板
（
燧
臼
）
に
先
の
と

が
っ
た
棒
状
の
も
の
（
燧
杵
）
を
差
し
込
ん
で
、擦
っ
て
火
を
熾
す
。

な
お
、
こ
の
箇
所
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
る
出
雲
国
造
の
火
継

神
事
に
つ
い
て
は
、【
補
注
解
説
四
】
参
照
。

○
天
の
新
巣

　
「
高
天
原
に
は
、
神
産
巣
日
御
祖
命
の
、
登
陁
流
天
の
新
巣
」
と

あ
る
の
で
、
先
の
「
天
の
御
巣
」
と
は
異
な
る
。
天
上
界
に
あ
る

神
産
巣
日
御
祖
命
の
新
し
い
住
処
。
燧
臼
と
燧
杵
で
熾
し
た
火
を

天
上
界
に
あ
る
神
産
巣
日
御
祖
命
の
新
し
い
住
処
に
煤
が
長
く
垂

れ
る
ほ
ど
に
焼
き
上
げ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
多
芸
志
の
小

浜
の
天
の
御
舎
の
真
上
に
神
産
巣
日
御
祖
の
住
処
が
あ
る
と
い
う�
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こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
須
佐
之
男
命
・
大
穴
牟
遅
神
の

母
神
・
大
国
主
神
と
神
産
巣
日
御
祖
神
と
の
関
わ
り
か
ら
す
れ
ば

出
雲
国
（
及
び
出
雲
の
神
々
）
と
神
産
巣
日
と
の
繋
が
り
の
強
さ

が
う
か
が
え
る
し
、
出
雲
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
「
御
祖
命
」
と

呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
了
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
葦
原
中
国
平
定
の

神
話
に
お
い
て
は
こ
の
神
が
直
接
登
場
す
る
場
面
は
無
い
。
大
穴

牟
遅
神
の
復
活
や
、
大
国
主
神
の
国
作
り
に
関
与
し
て
き
た
こ
の

神
が
、
天
上
界
に
国
を
譲
ら
せ
よ
う
と
す
る
交
渉
の
場
面
で
は
何

故
か
登
場
し
な
い
。
天
の
石
屋
神
話
や
葦
原
中
国
平
定
の
議
に
お

い
て
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
神
は
他
の
高
天
原
の
神
々
と
同
じ
場
面

に
登
場
す
る
こ
と
が
無
い
。
ま
さ
に
「
隠
身
也
」
と
あ
る
如
く
、

高
天
原
に
お
い
て
は
隠
れ
た
場
所
に
居
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
一
方
の
高
御
産
巣
日
神
は
諸
々
の
神
の
居
る
場
に
現
れ
て
い
る

か
の
如
く
で
あ
る
が
、
途
中
ま
で
は
単
独
で
発
話
す
る
場
面
は
無

く
、
常
に
天
照
大
御
神
と
共
に
発
話
者
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
そ

し
て
実
際
に
身
を
も
っ
て
行
動
す
る
場
面
（
矢
を
投
げ
返
す
場
面
）

か
ら
「
高
木
神
」
の
名
に
変
わ
る
。
こ
の
点
も
高
御
産
巣
日
神
が�

「
隠
身
也
」
で
あ
る
こ
と
と
関
わ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

○
さ
わ
さ
わ
に

　
「
さ
わ
」
は
「
さ
わ
く
（
騒
）」
の
語
基
と
さ
れ
る
。
記
伝
は�

「
釣
取
た
る
千
萬
の
鱸
を
積
た
る
舟
を
、
栲
縄
し
て
海
人
ど
も
の

挽
寄
す
と
て
、
呼
ふ
聲
々
の
、
喧
く
噪
し
き
を
云
」
と
す
る
。
他

の
注
釈
も
概
ね
同
じ
だ
が
、
新
編
全
集
は
「
多
く
の
魚
が
、
ざ
わ

ざ
わ
と
音
を
立
て
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
さ
ま
」
と
す
る
。
仁
徳
記

の
歌
に
「
つ
ぎ
ね
ふ　

山
代
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根　

さ
わ
さ
わ
に　

汝
が
言
へ
せ
こ
そ　

打
ち
渡
す　

八
桑
枝
な
す　

来
入
り
参
ゐ
来
れ
」（
63
歌
）
と
あ
る
。
う
る
さ
く
騒
ぎ
立
て
る

様
子
を
大
根
の
葉
ず
れ
の
音
に
喩
え
て
い
る
。

○
打
つ
竹
の
と
を
を
と
を
を
に

　
「
打
竹
之
」
に
つ
い
て
は
、
ウ
ツ
タ
ケ
ノ
・
ウ
チ
タ
ケ
ノ
・
サ

キ
タ
ケ
ノ
・
サ
キ
ダ
ケ
ノ
等
訓
が
分
か
れ
る
。
記
伝
は
「
打
」
は

「
拆
」
を
誤
っ
た
も
の
と
し
て
「
佐
伎
陀
氣
」
と
訓
み
、
万
葉
集

7
・
一
四
一
二
「
辟
竹
之
背
向
尓
宿
之
久
（
サ
キ
タ
ケ
ノ
ソ
ガ
ヒ

ニ
ネ
シ
ク
）」
を
例
と
し
て
あ
げ
る
。
神
道
大
系
は
「
打
、
棓
也
」�
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〔
廣
雅
、
釋
言
〕、「
朾
、
掊
也
」〔
類
篇
〕
と
あ
り
、「
掊
、
叚
借

爲
剖
」〔
説
文
通
訓
定
聲
〕
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
打
」
を
「
剖
」

を
訓
め
る
と
す
る
。
し
か
し
「
打
」
は
古
事
記
内
で
は
基
本
的
に

「
ウ
ツ
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
諸
本
間
で
の
異
同

が
無
い
こ
と
な
ど
か
ら
ウ
ツ
タ
ケ
ノ
若
し
く
は
ウ
チ
タ
ケ
ノ
と
訓

む
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
サ
キ
タ
ケ
と
訓
む
集
成
は
「
竹
を
裂

い
て
作
っ
た
簀
子
の
台
」
と
し
、
ウ
チ
タ
ケ
ノ
と
訓
む
新
編
全
集

は
「
と
を
を
と
を
を
に
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
た
上
で
「
物
を
打

つ
た
め
に
使
う
竹
の
棒
を
指
す
か
」
と
す
る
。
ウ
ツ
タ
ケ
ノ
と
訓

む
思
想
は
「
一
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
釣
り
上
げ
た
ば
か
り
の
生
き
の

よ
い
ス
ズ
キ
を
竹
の
棒
で
、
た
わ
む
ほ
ど
打
っ
て
捕
え
る
さ
ま
の

形
容
句
」
と
と
る
。
以
上
の
よ
う
に
道
具
を
指
す
か
、
形
容
句
と

と
る
か
で
見
方
が
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。「
と
を
を
と
を
を
に
」

は
、
撓
み
曲
が
る
さ
ま
を
い
う
「
と
を
を
に
」
が
繰
り
返
さ
れ
た�

語
。
万
葉
集
10
・
二
三
一
五
「
白
橿
の
枝
も
等
乎
〃
尓
雪
の
降
れ

れ
ば
」
な
ど
。
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補
注
解
説

【
補
注
一
】
葦
原
中
国
平
定
神
話
に
お
け
る
刀
剣
神
に
つ
い
て

　

葦
原
中
国
平
定
神
話
に
は
、
三
番
目
の
使
者
で
あ
る
建
御
雷
神
（
建
御
雷
之
男
神
）
と
、
そ
の
親
で
あ
る
天
之
（
伊
都
之
）
尾
羽
張
神

と
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
神
の
解
釈
は
諸
説
あ
る
。

　

尾
羽
張
（
神
）
の
名
に
つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
七
月
）
は
、�

「
尾
」
を
「
鋒
」
と
解
し
て
「
天
の
（
稜
威
の
）
鋒
の
張
っ
た
剣
の
神
」、
ま
た
は
「
尾
」
を
「
雄
」
と
解
し
て
「
天
の
（
稜
威
の
）
雄
々

し
く
刃
の
張
っ
た
神
」
と
二
通
り
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
敷
田
年
治
『
古
事
記
標
註
』（
小
野
田
光
雄
校
注
『
古
事
記
註
釈
』
神
道�

大
系
古
典
註
釈
編
、
精
興
社
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
は
、「
尾
」
は
蛇
の
尾
と
し
、「
羽
張
」
は
『
古
語
拾
遺
』
か
ら
「
は
は
き
り（
蛇
斬
り
）」

の
約
と
指
摘
す
る
。
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
九
年
六
月
）
も
、『
古
語
拾
遺
』
を
参
考
に
し
て�

「
羽
張
」
は
「
は
は
あ
り
」
と
し
、「
は
は
」
は
大
蛇
、「
あ
り
」
は
存
在
を
表
す
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
建
御
雷
神
に
つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
前
掲
書
）
は
「
御
雷
」
を
「
厳
」＋「
の
」＋「
ち
」（
男
の
尊
称
）
と
、�

「
雷
」
を
借
字
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
七
三

年
十
一
月
）
で
は
、
こ
れ
は
文
字
通
り
「
雷
」
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
二
巻
（
三
省
堂
、
一
九
七
四
年

八
月
）
は
「
御
雷
」
を
「
厳
」＋「
の
」＋「
霊
」
と
し
、
さ
ら
に
「
雷
」
も
意
味
す
る
と
、
前
二
説
を
あ
わ
せ
た
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の

他
に
、
吉
井
厳
「
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
神
」（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
二
』
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
六
月
）
で
は
、『
日
本
書
紀
』
で
の
甕
速

日
神
と
の
関
係
や
「
武
甕
槌
神
」
と
い
う
表
記
な
ど
か
ら
、
も
と
も
と
土
器
・
容
器
の
甕
の
神
格
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
二
柱
の
神
名
に
つ
い
て
は
様
々
に
説
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
説
で
も
威
力
あ
る
刀
剣
神
と
み
ら
れ
る
傾
向
に�

あ
る
。
葦
原
中
国
平
定
の
神
話
に
お
い
て
、
思
金
神
が
派
遣
者
に
選
ん
だ
の
は
、
神
名
か
ら
解
さ
れ
る
よ
う
に
強
大
な
刀
剣
神
で
あ
っ
た

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
古
事
記
』
で
第
一
候
補
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
天
之
（
伊
都
之
）
尾
羽
張
神
で
あ
り
、
尾
羽
張
神
が

子
の
建
御
雷
神
を
派
遣
す
る
よ
う
に
推
薦
し
た
た
め
、
建
御
雷
神
が
使
者
と
な
っ
た
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
尾
羽

張
神
自
身
で
は
な
く
、
建
御
雷
神
が
派
遣
さ
れ
る
展
開
で
あ
る
の
は
、
子
神
の
方
が
威
力
の
優
れ
た
神
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

二
神
は
火
神
被
殺
神
話
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
。

　
　

�

是
に
、
伊
耶
那
岐
命
、
御
佩
か
し
せ
る
十
拳
の
剣
を
抜
き
て
、
其
の
子
迦
具
土
神
の
頚
を
斬
り
き
（
中
略
）
次
に
、
御
刀
の
本
に
著

け
る
血
も
亦
、
湯
津
石
村
に
走
り
就
き
て
、
成
れ
る
神
の
名
は
、
甕
速
日
神
。
次
に
、
樋
速
日
神
。
次
に
、
建
御
雷
之
男
神
。
亦
の

名
は
、
建
布
都
神
。
亦
の
名
は
、
豊
布
都
神
〈
三
は
し
ら
の
神
〉。（
中
略
）

　
　
　

�

上
の
件
の
、
石
析
神
よ
り
以
下
、
闇
御
津
羽
神
よ
り
以
前
、
幷
せ
て
八
は
し
ら
の
神
は
、
御
刀
に
因
り
て
生
め
る
神
ぞ
。（
中
略
）

　
　
　

故
、
斬
れ
る
刀
の
名
は
、
天
之
尾
羽
張
と
謂
ふ
。
亦
の
名
は
、
伊
都
之
尾
羽
張
と
謂
ふ
。

　

こ
の
神
話
に
よ
る
と
、
伊
耶
那
岐
命
が
斬
っ
た
迦
具
土
神
の
血
が
湯
津
石
村
に
付
着
し
て
現
れ
た
の
が
建
御
雷
之
男
神
で
あ
り
、�

「
御
刀
」
に
よ
っ
て
生
ん
だ
神
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
迦
具
土
神
を
斬
っ
た
「
十
拳
の
剣
（
御
刀
）」
が
天
之
（
伊
都
之
）
尾
羽
張�

（
神
）
で
あ
る
。
迦
具
土
神
＝
火
神
を
斬
っ
た
こ
と
か
ら
、
尾
羽
張
神
は
威
力
の
あ
る
神
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
葦
原
中
国
平

定
神
話
で
も
、
天
の
安
の
河
の
水
を
操
り
、
天
の
石
屋
へ
の
道
を
塞
い
で
い
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
尾
羽
張
神
は
凄
ま
じ
い
力
を
も
つ
刀

剣
神
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

　

そ
し
て
、
火
神
被
殺
神
話
で
生
ま
れ
た
建
御
雷
之
男
神
を
含
む
八
神
は
、「
御
刀
」
の
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、�
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迦
具
土
神
の
血
、
湯
津
石
村
な
ど
の
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
八
神
は
、
そ
れ
ら
の
力
を
継
承
す
る
こ
と
に
な

る
故
に
、
刀
が
親
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
力
能
は
親
を
凌
駕
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
湯
津
石
村
に
走
り
就
い
た
血

か
ら
成
っ
た
神
六
神
の
う
ち
、
最
後
に
出
現
し
た
建
御
雷
神
は
、
二
つ
の
亦
の
名
を
有
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
最
も
良
く
そ
れ
ら
の
力
能

を
受
け
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
鶉
橋
辰
成
「『
古
事
記
』
火
神
被
殺
段
の
考
察
―「
因
御
刀
所
生
」
を
中
心
に
―
」（『
上
代
文
学
研
究
論

集
』
第
六
号
、二
〇
二
二
年
三
月
））。
ま
た
、建
御
雷
神
の
刀
剣
は
「
十
掬
剣
」
と
記
さ
れ
る
が
、「
拳
」
が
拳
一
握
り
で
あ
る
の
に
対
し
、�

「
掬
」
が
両
手
で
掬
う
意
味
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、「
十
拳
剣
」
と
比
べ
て
建
御
雷
神
の
刀
剣
は
特
別
な
も
の
で
あ
り
、「
建
御
雷
神
の
武

神
と
し
て
の
威
勢
」
を
表
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
岩
田
芳
子
「『
古
事
記
』
建
御
雷
神
の
神
話
」（『
古
代
に
お
け
る
表
現
の
方
法
』

塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
三
月
））。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
建
御
雷
神
が
尾
羽
張
神
よ
り
も
威
力
の
優
れ
た
神
で
あ
っ
た
た
め
、
平
定
の
使
者

と
な
っ
た
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
火
神
被
殺
神
話
で
は
伊
耶
那
岐
命
の
刀
剣
で
あ
っ
た
尾
羽
張
が
、
葦
原
中
国
平
定
の
神
話
で
は
神
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
名

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
岩
田
芳
子
「『
古
事
記
』
倭
建
命
の
「
御
刀
」」（『
古
代
に
お
け
る
表
現
の
方
法
』
塙
書
房
、

二
〇
一
七
年
三
月
）
は
、
固
有
名
の
刀
剣
は
独
自
の
霊
能
を
有
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、「
神
代
記
に
お
け
る
「
剣
」
は
、
伊
耶
那
芸
命

が
佩
く
「
も
の
」
と
し
て
霊
威
を
発
揮
し
た
こ
と
を
由
来
と
し
て
、
名
が
附
与
さ
れ
、
独
立
し
た
神
格
を
持
つ
」
に
至
る
と
指
摘
す
る
。

伊
耶
那
岐
命
と
一
体
だ
っ
た
「
御
刀
」
は
、
尾
羽
張
と
い
う
名
を
持
つ
こ
と
で
独
立
し
た
神
格
を
持
ち
、
後
に
建
御
雷
神
の
父
神
と
し
て

登
場
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
神
武
東
征
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
神
武
天
皇
を
助
け
る
た
め
に
降
さ

れ
た
建
御
雷
神
の
刀
剣
は
、「
此
の
刀
の
名
は
、
佐
士
布
都
神
と
云
ひ
、
亦
の
名
は
甕
布
都
神
と
云
ひ
、
亦
の
名
は
布
都
御
魂
。
此
の
刀
は
、�

石
上
神
宮
に
坐
す
ぞ
」（
中
巻
・
神
武
記
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
建
御
雷
神
の
亦
名
は
「
建
布
都
神
」
と
「
豊
布
都
神
」
と
で
あ
る
こ
と�
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か
ら
、
こ
の
刀
剣
は
建
御
雷
神
か
ら
独
立
し
た
神
格
と
し
て
「
布
都
」
を
共
有
す
る
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
剣
と
そ
の
所
有
者
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
葦
原
中
国
の
生
成
か
ら
平
定
に
至
る
一
連
の
流
れ
の
中
に
、
そ
れ
ら
を
果

た
し
て
行
く
た
め
の
「
剣
の
系
譜
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。�

〔
鶉
橋
辰
成　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
二
】
「
搤
批
」
の
訓
に
つ
い
て

　
「
搤
批
」
に
は
こ
れ
ま
で
、「
ニ
ギ
リ
ウ
チ
テ
」（
延
佳
）、「
ニ
ギ
リ
ヒ
シ
ギ
テ
」（
真
淵
）、「
ツ
カ
ミ
ヒ
シ
ギ
テ
」（
記
伝
）、「
カ
キ
ツ
カ
ミ
テ
」�

（
校
訂
）、「
ツ
カ
ミ
テ
」（
西
宮
一
民
）、「
ツ
カ
ミ
ウ
チ
テ
」（
思
想
）、「
ト
リ
ヒ
ダ
キ
テ
」（
新
編
）、「
ク
ビ
リ
ウ
チ
テ
」（
岡
田
高
志
）、
等
の

訓
み
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
は
当
該
の
訓
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�

都
加
美
比
志
岐
弖
と
訓
べ
し
、
如
レ
取
二
若
葦
一
と
譬
へ
た
れ
ば
、
必
比
志
岐
な
ど
と
云
べ
き
處
な
り
、
二
字
共
に
比
志
具
と
訓
べ
き

義
は
、
註
に
は
見
え
ざ
れ
ど
も
、
必
然
る
勢
は
あ
る
字
な
り
、【
強
て
字
注
の
義
に
よ
ら
ば
、
二
字
を
登
理
氐
な
ど
と
訓
べ
け
れ
ど
、

さ
て
は
此
處
の
あ
り
さ
ま
に
叶
は
ず
、
又
延
佳
が
爾
岐
理
宇
知
弖
と
訓
る
も
非
な
り
、
爾
岐
留
と
宇
都
と
は
、
連
ね
て
言
べ
き
言
に

非
ず
、
又
師
は
爾
岐
理
比
志
岐
氐
と
訓
れ
き
、
搤
字
に
握
也
と
も
注
あ
れ
ば
、
此
訓
一
わ
た
り
は
さ
も
と
聞
ゆ
れ
ど
も
、
爾
岐
留
と

は
、
何
と
な
く
捉
こ
と
に
用
ふ
言
に
て
、
此
の
勢
に
は
か
な
は
ず
、
都
加
牟
は
、
荒
く
捉
を
云
言
に
て
、
此
に
も
よ
く
叶
ひ
、
字
義

に
も
た
が
は
ず
な
む
あ
る
、（
後
略
）】

　
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
訓
の
根
拠
は
勢
に
終
始
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
強
固
な
論
拠
を
持
つ
訓
と
は
言
い
が
た
い
が
、
中
村
啓
信�

『
新
版　

古
事
記
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
「
搤
批
」
の
訓
と
し
て
宣
長
の
「
ツ
カ
ミ
ヒ
シ
ギ
テ
」

を
採
用
し
て
い
る
。
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他
方
、
小
島
憲
之
は
「
搤
批
」
を
二
字
一
訓
と
す
べ
き
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り（

1
（

、
西
宮
一
民
（
集
成
・
聚
注
・
修
訂
）
は
こ

れ
に
よ
っ
て
「
ツ
カ
ミ
テ
」
の
訓
を
採
用
す
る
。
ま
た
、
新
編
全
集
は
「「
搤
」
は
「
捉
」
と
同
義
で
ト
ル
。「
批
」
は
字
義
か
ら
い
え
ば

ウ
ツ
だ
が
、
文
脈
に
合
わ
な
い
。
押
し
つ
ぶ
す
意
と
み
て
、
ヒ
ダ
ク
と
読
む
。」
と
し
て
、『
古
事
記
伝
』
と
同
様
に
字
義
よ
り
文
脈
を
優

先
し
、
字
義
に
な
い
「
ヒ
ダ
ク
」
を
採
用
し
て
「
ト
リ
ヒ
ダ
ク
」
と
訓
む
。

　

和
語
ヒ
ダ
ク
の
確
例
は
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
五
縁
の
訓
釈
に
「
挫
止
利
比
太
支
川
」（
興
福
寺
本
）
と
あ
り
、「
挫
」
字
に
は
観
智
院
本�

『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
ヒ
シ
ク
」「
ト
リ
ヒ
シ
ク
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
シ
グ
に
通
ず
る
訓
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
「
ヒ
ダ
ク
」
も
「
ヒ

シ
グ
」
も
と
も
に
「
挫
」
字
の
訓
で
あ
る
点
は
動
か
し
が
た
く
、「
挫
」
が
「
批
」
と
接
点
を
持
た
な
い
以
上
、
文
脈
に
よ
っ
て
恣
意
的

に
採
用
す
る
こ
と
は
、
極
力
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
字
義
に
即
し
た
施
訓
を
試
み
た
い
。

　
「
搤
」
は
『
篆
隷
万
象
名
義
』
に
よ
れ
ば
「
握
也
、
捉
也
、
持
也
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
握
・
捉
・
持
の
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
訓
と
し
て
、

「
ト
ル
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
築
島
裕
『
訓
点
語
彙
集
成
』
参
照（

2
（

）。
そ
し
て
「
批
」
は
こ
れ
ま
で
に
触
れ
て
き
た
と
お
り
、
従
来
、
ヒ
シ
グ
・

ヒ
ダ
ク
・
ウ
ツ
の
訓
を
あ
て
ら
れ
て
き
た
が
、
ヒ
シ
グ
・
ヒ
ダ
ク
を
採
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
『
篆
隷
万
象
名
義
』
に
お
い
て
「
批
」
に
は
「
捽
也
」
と
あ
り
、「
捽
」
に
は
「
撃
也
、
持
二
頭
髪
一
也
」
と
の
説
明
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
既
に
小
島
憲
之
が
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
小
島
は
「
批
」
字
に
「
ニ
ギ
ル
・
ツ
カ
ム
・
モ
ツ
」
の
訓
を
当
て
る
こ
と

が
可
能
と
述
べ
た
。
し
か
し
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
看
過
さ
れ
た
「
撃
也
」
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
批
」
を
ウ
ツ
と
訓
ん
だ
の
は�

度
会
延
佳
の
『
鼇
頭
古
事
記
』
と
思
想
大
系
の
み
で
あ
り
、
主
流
の
訓
と
は
言
い
が
た
い
が
、
当
該
の
訓
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
字
義

的
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、『
文
選
』
巻
十
八
・
琴
賦
（
嵆
康
）
の
「
觸
狩
如
志
、
惟
意
所
擬
。」
に
つ
け
ら
れ
た
李
善
注
で
は
「
説
文
曰
、
批
、
手
撃
也
。
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與
狩
同
。
蒲
結
切
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
な
お
、『
説
文
解
字
』
巻
十
三
・
手
部
に
は
「
狩
、
反
手
擊
也
。」
と
あ
る
）。『
文
選
』
が

記
紀
編
纂
当
時
に
あ
っ
て
必
読
の
書
で
あ
っ
た
こ
と
言
を
俟
た
ず
、
ま
た
『
文
選
』
が
李
善
注
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
も
同
じ
で

あ
る
。
小
島
は
「「
批
」
は
「
捽
也
」
と
み
え
、「
捽
」
は
「
撃
也
、
持
二
頭
髪
一
也
」
の
訓
詁
を
も
つ
。
恐
ら
く
『
玉
篇
』
の
一
部
に
は
、�

「
説
文
、
持
二
頭
髪
一
也
」
の
訓
詁
が
存
在
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。」
と
い
う
が
、
迂
遠
な
方
法
で
「
批
」
と
「
持
二
頭
髪
一
也
」
と
を
結
び

つ
け
る
よ
り
も
、
奈
良
時
代
に
確
実
に
確
認
さ
れ
て
い
た
『
文
選
』
李
善
注
を
参
照
す
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
春
秋�

左
氏
伝
』
荘
公
十
二
年
の
記
事
「
遇
二
仇
牧
于
門
一、批
而
殺
レ
之
。」
に
は
「
批
」
に
つ
い
て
「
字
林
云
、撃
也
。」
と
注
が
付
さ
れ
て
お
り
、

佚
書
で
あ
る
『
字
林
』
に
も
『
説
文
解
字
』
と
同
様
に
「
批
」
を
「
撃
」
と
同
じ
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
学
令
に
よ
っ
て
大
経
に

定
め
ら
れ
た
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
当
時
の
官
人
層
に
と
り
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、『
文
選
』
同
様
に
「
批
」
字
の

理
解
と
し
て
「
撃
」
の
意
を
重
視
す
る
こ
と
の
蓋
然
性
は
決
し
て
低
く
な
い
。

　
『
古
事
記
』
当
該
条
に
お
い
て
、
建
御
雷
神
は
建
御
名
方
神
の
手
を
取
ろ
う
と
し
、「
若
葦
」
を
取
る
よ
う
に
（
如
取
若
葦
）
し
て
、�

「
搤
批
」
す
る
。「
搤
」
字
を
ト
ル
と
訓
み
う
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、「
若
葦
を
取
る
」
と
い
う
比
喩
表
現
と
あ
わ
せ

て
も
訓
に
難
は
無
か
ろ
う
。
そ
し
て
従
来
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
批
」
字
に
つ
い
て
も
、『
説
文
解
字
』
や
『
文
選
』
李
善
注
、
ま
た�

『
春
秋
左
氏
伝
』『
隷
万
象
名
義
』
な
ど
の
例
に
よ
っ
て
「
撃
也
」
と
い
う
字
義
が
明
白
で
あ
り
、「
ウ
ツ
」
と
訓
む
こ
と
が
妥
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。『
古
事
記
伝
』
や
新
編
全
集
『
古
事
記
』
は
文
脈
に
よ
っ
て
こ
れ
を
排
し
た
が
、
建
御
雷
神
が
建
御
名
方
神
の
手
を
取
り
、

打
っ
て
、
投
げ
飛
ば
す
、
と
い
う
解
釈
が
全
く
通
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
解
釈
の
し
よ
う
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
以
上
、�

字
義
を
逸
脱
し
て
定
め
る
訓
と
解
釈
と
に
は
躊
躇
い
を
禁
じ
得
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
注
釈
で
は
「
搤
批
而
」
を
「
ト
リ
ウ
チ
テ
」
と
訓
む
。
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註

　
（
１
）�　
『
国
宝　

真
福
寺
本
古
事
記
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）
の
解
説
に
お
い
て
小
島
は
「「
搤
」
も
「
批
」
も
、
ニ
ギ
ル
・
ツ
カ
ム
・
モ
ツ

と
云
つ
た
た
ぐ
ひ
の
国
語
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
搤
批
」
の
二
字
の
訓
と
し
て
、こ
れ
ら
の
訓
を
当
て
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
批
」

を
わ
ざ
わ
ざ
ウ
ツ
な
ど
と
訓
む
に
も
及
ぶ
ま
い
。」
と
述
べ
る
。

　
（
２
）�　

岡
田
高
志
「「
倭
建
命
」
論
―
西
征
・
東
征
に
お
け
る
逸
脱
と
秩
序
―
」（『
文
学
史
研
究
』
五
六
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
は
、「
搤
」
字
の

訓
に
つ
い
て
、九
条
家
本
『
文
選
』
古
訓
に
「
ク
ビ
ル
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
五
段
一
書
六
の
「
縊
殺
」

に
付
さ
れ
た
兼
方
本
の
訓
「
ク
ビ
リ
コ
ロ
サ
ム
」
を
参
考
に
、『
古
事
記
』
中
巻
の
小
碓
命
の
動
作
「
搤
批
」
を
「
ク
ビ
リ
ウ
ツ
」
と
訓
み
、

「
相
手
の
首
を
締
め
付
け
、
打
つ
」
意
と
す
る
が
、
建
御
雷
神
の
行
為
は
相
手
の
「
手
」
を
捕
ら
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
が
考
察
対

象
と
す
る
場
面
の
解
釈
と
し
て
は
従
え
な
い
。『
古
事
記
』
上
巻
と
中
巻
と
で
同
じ
表
現
（
搤
批
）
の
意
味
が
変
化
す
る
蓋
然
性
も
低
い
た
め
、

稿
者
は
本
解
説
の
考
察
に
よ
り
、
景
行
記
に
お
い
て
も
「
ト
リ
ウ
ツ
」
と
訓
む
べ
き
と
考
え
る
。

�

〔
小
野
諒
巳　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
三
】
櫛
八
玉
神
の
饗
応

　
『
古
事
記
』
上
巻
の
国
譲
り
の
段
で
特
に
丁
寧
な
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
天
神
へ
の
饗
応
場
面
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
、
①「
誰

が
」、
②「
ど
の
よ
う
に
」、
③「
何
で
」
饗
応
し
た
の
か
、
と
い
う
要
素
で
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
①「
誰
が
」
は
、
櫛
八
玉
神
で
、
水
戸
の
神
の
孫
と
す
る
。
水
戸
の
神
は
、『
古
事
記
』
上
巻
の
国
生
み
の
段
で
、「
速
秋
津
比
古
、

速
秋
津
比
賣
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
両
神
に
当
た
る
。
ま
た
、
速
秋
津
比
賣
は
、『
延
喜
式
』
巻
八
「
水
無
月
晦
日
の
大
祓
」
で
は
、「
荒

潮
の
、
潮
の
八
百
道
の
八
潮
道
の
潮
の
八
百
会
に
坐
す
速
開
都
比
賣
」
と
あ
り
、
そ
の
神
格
の
基
礎
に
は
海
の
潮
の
働
き
が
あ
る
こ
と
が�
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分
か
る
。
櫛
八
玉
神
は
、
少
な
く
と
も
、
海
の
潮
の
神
の
系
譜
に
連
な
る
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
は
、
海
の
潮
の
恵
み

の
食
材
を
調
理
し
て
天
神
を
饗
応
す
る
と
い
う
文
脈
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
、
饗
応
の
場
が
「
多
藝
志
の
小
濱
」
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
と
整
合
す
る
。
そ
こ
で
の
饗
応
は
、
特
別
な
海
の
食
材
を
中
心
と
す
る
必
要
が
あ
り
、
膳
夫
と
な
る
櫛
八
玉
神
は
、
海
の
恵
み

を
充
分
に
受
け
、
間
違
い
な
く
調
理
を
行
う
た
め
に
、
水
戸
神
の
孫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

次
の
②「
ど
の
よ
う
に
」
で
は
、
特
別
に
食
器
を
準
備
し
、
火
鑚
し
て
、
饗
応
用
の
建
物
を
建
て
、
特
に
丁
寧
に
火
を
焚
き
調
理
を
行

う
様
を
詳
細
に
記
す
と
こ
ろ
に
、
櫛
八
玉
神
の
饗
応
の
特
徴
が
あ
る
。
特
に
、
こ
こ
で
は
食
器
・
食
膳
の
準
備
が
、
通
常
と
は
異
な
る
特

別
な
手
順
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
、
饗
応
を
行
う
場
も
通
常
の
建
物
で
は
な
く
、
多
藝
志
の
小
浜
に
特
別
に
建
て
た
天

の
御
舎
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
全
体
的
な
内
容
は
、
饗
応
と
い
う
よ
り
は
古
代
祭
祀
の
構
成
「
祭
式
」
に
近
い
。

　

古
代
の
祭
祀
の
祭
式
に
つ
い
て
は
、
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
成
立
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
で
確
認
で
き
、
六
・
十
二
月
の
月
次
祭
、

九
月
の
神
嘗
祭
の
全
体
的
な
祭
式
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
祭
祀
は
準
備
段
階
か
ら
厳
格
に
行
わ
れ
る
点
に
あ
る
。
神
酒
を
入

れ
る
甕
、
神
饌
を
盛
る
土
師
器
は
、
陶
す
え
も
の
つ
く
り
の
う
ち
び
と

内

人
・
土は

じ
の
う
つ
わ
も
の
つ
く
り
の

師
器
作
物も

の
い
み忌

が
特
別
に
作
り
、
そ
の
他
の
調
理
具
も
同
様
に
、
特
別
に�

調
製
さ
れ
る
。
当
然
、
神
酒
は
酒さ
か
と
く
の作
物も
の
い
み忌
が
種
々
の
罪
事
を
祓
い
清
め
醸
造
し
、
塩
は
御み

さ鹽
焼き

物も
の
い
み忌
が
特
別
に
焼
い
て
作
る
。
神
宮
に

お
け
る
土
器
調
製
は
、
土
師
器
作
物
忌
の
本
拠
地
（
多
気
郡
有
爾
郷
）
に
近
い
北
野
遺
跡
で
六
世
紀
代
に
は
、
土
器
焼
成
土
坑
が
出
現
し

て
お
り
、
そ
の
伝
統
は
古
墳
時
代
後
期
以
来
の
伝
統
を
も
つ
と
判
断
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
神
嘗
祭
の
御
贄
（
神
饌
）
は
、
志
摩
国
の
神
戸
や
度
会
郡
か
ら
納
め
ら
れ
る
海
産
物
に
、
禰
宜
・
内
人
・
物
忌
父
等
が
伊

勢
国
と
志
摩
国
の
境
の
海
で
漁
し
た
海
産
物
を
加
え
る
。
禰
宜
以
下
が
、
直
接
、
御
贄
の
食
材
を
漁
す
る
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
、
鵜

の
存
在
で
あ
る
。『
古
事
記
』
櫛
八
玉
神
の
饗
応
で
は
、
櫛
八
玉
神
が
鵜
と
な
り
海
底
の
埴
を
喰
い
出
す
こ
と
が
描
写
さ
れ
る
。
鵜
の�
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造
形
は
、
古
墳
時
代
中
期
、
五
世
紀
後
半
の
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
の
形
象
埴
輪
群
に
含
ま
れ
、
鵜
は
嘴
に
魚
を
く
わ
え
、
側
に
は
鵜
飼
と

考
え
ら
れ
る
人
物
埴
輪
が
立
つ
。
五
世
紀
代
に
は
、
鵜
飼
に
よ
る
漁
撈
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
櫛
八
玉
神
が
鵜
と
な
る

描
写
は
、
こ
の
漁
法
の
伝
統
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
が
重
要
な
食
材
の
入
手
な
ど
準
備
段
階
で
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
特
別
に
殿
舎
を
新
た
に
建
て
多
数
の
食
材
で
饗
応
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
践
祚
大
嘗
祭
（
以
下
、
大
嘗
祭
）
と
同
じ
で
あ
る
。

大
嘗
祭
の
斎
場
の
大
嘗
宮
は
、『
儀
式
』
に
よ
る
と
、
東
西
の
悠
紀
院
・
主
基
院
に
分
か
れ
、
と
も
に
内
部
は
神
饌
の
調
理
・
準
備
を
行
う�

臼
屋
・
膳
屋
と
、
天
皇
が
手
ず
か
ら
皇
祖
神
へ
の
饗
応
を
行
う
正
殿
、
神
の
た
め
の
御
厠
を
配
置
し
、
周
囲
を
宮
垣
で
区
画
遮
蔽
す
る
。

大
嘗
宮
は
、
神
饌
の
最
終
的
な
調
理
、
盛
り
付
け
か
ら
饗
応
ま
で
行
え
る
建
物
群
で
あ
り
、
饗
応
の
祭
祀
が
終
了
す
れ
ば
、
直
ち
に
解
体

さ
れ
た
。
ま
さ
に
神
の
饗
応
の
た
め
の
殿
舎
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　

こ
の
建
物
の
構
造
・
規
模
と
配
置
は
、
平
城
宮
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
元
正
天
皇
・
聖
武
天
皇
な
ど
六
代
の
天
皇
の
大
嘗
宮
で
共

通
し
、
確
実
に
八
世
紀
前
半
に
は
遡
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
か
ら
元
正
天
皇
・
聖
武
天
皇

ま
で
は
連
続
し
て
大
嘗
祭
は
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
嘗
祭
の
饗
応
の
祭
式
と
大
嘗
宮
の
構
造
は
、
七
世
紀
末
期
の
天
武
天
皇
の
時
代

に
遡
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
祖
形
は
大
化
前
代
の
新
嘗
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
櫛
八
玉
神
の
饗
応
は
、
大
化
前
代
、
古
墳
時
代
（
少
な
く
と
も
中
・
後
期
、
五
・
六
世
紀
）
以
来
の
祭
祀
の
伝
統
を
下
敷
き

と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
の
③「
何
で
」
は
、
長
い
釣
り
縄
で
釣
り
上
げ
た
特
別
に
大
き
な
鱸
で
あ
る
。
な
ぜ
鱸
な
の
か
を
考
え
る
の
に
、
奈
良
県
藤
原
宮

の
北
面
中
門
地
区
出
土
の
木
簡
「
出
雲
評
支
豆
支
里
大
贄
煮
魚　

須
々
支
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
Ｗ
Ｅ
Ｂ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
木
簡
庫
」）
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が
参
考
と
な
る
。
出
雲
国
の
出い

ず
も
の雲

評こ
お
り

の
支き

づ
き
の
さ
と

豆
支
里
か
ら
大
贄
の
煮
魚
と
し
て
須
々
支
（
鱸
）
が
、
藤
原
宮
に
納
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

出
雲
評
は
、
後
の
出
雲
郡
で
、『
大
宝
令
』
施
行
に
よ
り
「
評
」
が
「
郡
」
と
な
る
の
で
、
木
簡
の
年
代
は
七
世
紀
末
期
の
六
九
〇
年
代

と
な
る
。
支
豆
支
里
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
で
神
亀
三
年
に
「
寸
付
」
か
ら
「
杵
築
」
へ
と
字
を
改
め
た
杵き
づ
き築

郷の
さ
と

に
あ
た
る
。

　

杵
築
郷
は
、
大
国
主
神
を
祀
る
杵
築
大
社
が
鎮
座
す
る
地
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
七
世
紀
末
期
、
天
皇
の
食
膳
（
大
贄
）
と
し
て
鱸
が
納

め
ら
れ
て
い
た
事
実
は
、
当
時
、
出
雲
の
支
豆
支
里
の
鱸
は
、
大
贄
に
相
応
し
い
魚
と
の
認
識
が
朝
廷
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
櫛
八
玉

神
の
饗
応
は
、
天
神
へ
の
饗
応
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
鱸
を
位
置
付
け
た
こ
と
は
、
大
贄
と
鱸
と
の
対
応
関
係
と
一
致
す
る
。
こ
う
考
え

る
と
、
櫛
八
玉
神
の
饗
応
の
舞
台
は
、
出
雲
郡
の
寸
付
（
杵
築
）
郷
を
意
識
し
て
形
成
さ
れ
た
内
容
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。�

な
お
、
櫛
八
玉
神
の
饗
応
の
祭
祀
的
な
性
格
か
ら
考
え
る
と
、
出
雲
郡
寸
付
郷
と
鱸
と
の
繋
が
り
は
、
七
世
紀
末
期
段
階
で
既
に
伝
統
的

な
も
の
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
古
事
記
』
上
巻
、国
譲
り
の
段
の
櫛
八
玉
神
の
饗
応
は
、古
墳
時
代
以
来
の
古
い
祭
祀
の
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
た
内
容
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
同
時
に
古
代
祭
祀
の
本
質
は
神
へ
の
丁
寧
な
饗
応
に
あ
る
こ
と
を
、
櫛
八
玉
神
の
饗
応
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

参
考
文
献

　
・
笹
生　

衛
『
ま
つ
り
と
神
々
の
古
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
三

　
・
中
川
経
雅
『
大
神
宮
叢
書　

大
神
宮
儀
式
解　

前
篇
』
神
宮
司
庁
編
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
〇

　
・
若
狭
徹
編
『
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳　

史
跡
保
渡
田
古
墳
群　

八
幡
塚
古
墳
保
存
』
群
馬
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
〇

�

〔
笹
生　

衛　

日
本
考
古
学
・
日
本
宗
教
史
〕
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【
補
注
四
】
火
継
神
事

　
　
は
じ
め
に

　

出
雲
大
社
宮
司
は
、
天
照
大
神
の
御
子
天
穂
日
命
を
祖
神
に
も
ち
、
現
在
も
出
雲
国こ

く
そ
う造

と
称
さ
れ
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
神
代
以
来
の
継
承
者
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、祭
神
大
国
主
神
の
御
杖
代
（
依
り
代
）
と
し
て
、厳
修
な
日
常
生
活
を
送
っ

て
き
た
か
ら
で
あ
る（

1
（

。
し
か
も
明
治
五
年
ま
で
出
雲
国
造
は
襲
職
す
る
と
、
一
般
人
と
別
の
火
、
す
な
わ
ち
聖
火
で
調
理
し
た
食
事
し
か

と
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
襲
職
式
を
火ひ
つ
ぎ継
式
と
い
い
、
そ
の
神
事
を
火
継
神
事
と
い
う
。

　

出
雲
国
造
は
、
南
北
朝
時
代
の
興
国
四
年
（
一
三
四
三
）
に
千
家
氏
と
北
島
氏
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
以
降
、
明
治
四
年
ま
で
奇
数
月
を

千
家
国
造
が
、
偶
数
月
を
北
島
国
造
が
出
雲
大
社
の
神
事
を
担
当
し
て
き
た
。
し
か
し
、
火
継
神
事
や
新
嘗
会
は
、
両
国
造
と
も
行
う
こ

と
か
ら
相
違
点
が
出
る
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
十
四
之
巻
に
「
お
ひ
つ
ぎ
の
考
」
で
火
継
神
事
を
紹
介
す
る
が
、
そ
の
相
違
点
を

論
じ
な
か
っ
た
。

　

火
継
神
事
は
、
千
家
尊
福
『
出
雲
大
神
（
訂
正
再
版
）』（
大
社
教
本
院
、
大
正
一
〇
年
）
と
千
家
尊
統
『
出
雲
大
社
』（
学
生
社
、
昭
和�

四
三
年
）
が
詳
し
い
。

　

火
継
神
事
の
研
究
は
、
藤
井
貞
文
「
出
雲
国
造
継
承
法
の
研
究
」（
神
道
学
会
編
刊
『
出
雲
神
道
の
研
究　

千
家
尊
宣
先
生
古
稀
祝
賀

論
文
集
』
昭
和
四
三
年
）、
平
井
直
房
『
出
雲
国
造
火
継
ぎ
神
事
の
研
究
』（
大
明
堂
、
平
成
元
年
）、
岡
田
莊
司
「
出
雲
国
造
の
新
嘗
会

と
火
継
神
事
」（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
刊
『
出
雲
大
社
の
祭
礼
行
事
―
神
在
祭
・
古
伝
新
嘗
祭
・
涼
殿
祭　

島
根
県
古
代
文
化

セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
報
告
書
6
』
平
成
十
一
年
）
が
白
眉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
「
火
継
神
事
」
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
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一
、
出
雲
国
造
に
つ
い
て

　

出
雲
大
社
周
辺
に
は
古
墳
が
な
く
、
古
来
聖
域
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
境
内
地
か
ら
縄
文
時
代
後
・
晩
期
の
土
器
が
出
土
し
、
四
世

紀
後
半
の
祭
祀
遺
跡
も
発
掘
さ
れ
て
い
る（

2
（

。
た
だ
し
、
出
雲
国
造
の
出
雲
臣
は
、
出
雲
大
社
が
鎮
座
す
る
出
雲
国
西
部
で
は
な
く
東
部
で

発
展
し
た
。
そ
れ
が
六
世
紀
半
ば
で
あ
る（

3
（

。
律
令
制
下
、
郡
司
を
兼
務
し
て
意
宇
郡
で
活
動
す
る
が
、
延
暦
一
七
年
（
七
九
八
）
三
月
の

太
政
官
符
で
、
国
造
の
意
宇
郡
大
領
（
郡
司
の
最
高
地
位
）
兼
帯
の
禁
止
が
命
じ
ら
れ
る
と
、
本
拠
地
を
出
雲
郡
へ
移
し
た
。

　

出
雲
国
を
代
表
す
る
神
社
は
、
熊
野
神
社
と
出
雲
大
社
で
あ
る
。「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
も
こ
の
順
で
明
記
さ
れ
、『
令
義
解
』
に
は
、

出
雲
国
造
の
奉
斎
神
は
天
神
、
地
祇
は
出
雲
の
大
汝
神
と
あ
っ
た
。
ま
た
、『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
条
に
は
、
熊
野
神
社

が
正
二
位
勲
七
等
、
出
雲
大
社
が
正
二
位
勲
八
等
に
昇
叙
し
た
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
先
代
旧
事
本
紀
』「
陰
陽
本
紀
」
は
、「
建
速
素
戔
烏
。
坐
二
出
雲
国
熊
野
杵
築
神
宮
一
矣
」
と
あ
る
。
こ
の
「
熊
野
杵
築�

神
宮
」
と
は
、
最
近
の
研
究
で
は
出
雲
大
社
だ
と
い
う（

4
（

。
と
す
る
と
、
九
世
紀
頃
か
ら
出
雲
国
造
が
出
雲
大
社
を
本
拠
地
に
し
て
天
神
を

祀
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
の
後
、
出
雲
大
社
は
高
層
建
築
で
も
有
名
に
な
り（

5
（

、
出
雲
国
司
も
「
天
下
無
双
之
大
厦
、
国
中
第
一
之
霊
神
」（
康
治
元
年
・

一
一
四
二（

6
（

）
と
称
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
後
半
に
は
、
出
雲
大
社
が
名
実
と
も
に
出
雲
国
第
一
の
神
社
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）、
国
司
は
出
雲
宗
孝
を
「
国
造
職
」
に
補
任
す
る
。
当
時
、
出
雲
国
造
は
「
杵
築
大
社
惣そ
う
け
ん
ぎ
ょ
う
し
き

検
校
職
」
と
「
神
主�

職
」
も
兼
務
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
国
造
孝
房
は
、
源
頼
朝
か
ら
「
杵
築
大
社
惣
検
校
職
」
を
停
止
さ
せ
ら
れ
る
（『
吾
妻
鏡
』）。
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そ
の
頃
、
寂
蓮
法
師
が
出
雲
大
社
に
参
詣
し
、「
や
は
ら
く
る
光
や
空
に
み
ち
ぬ
ら
ん
雲
に
わ
け
入
ち
き
の
か
た
そ
き
」（『
寂
蓮
法
師

集
』）
と
歌
っ
た
。

　

宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
十
月
二
十
七
日
、
国
造
兼
神
主
職
の
出
雲
義
孝
は
、
国
司
と
協
力
し
て
正
殿
遷
宮
を
斎
行
。
そ
の
式
次
第
を

載
せ
る
「
杵
築
大
社
造
営
所
注
進
」
に
「
御
体
奉
懐
之
時
（
国
造
義
孝
誦
文
在
之（

7
（

）」
と
記
し
た
。
こ
れ
は
御
神
体
を
御
輿
か
ら
神
座
に

奉
遷
す
る
時
、
国
造
は
「
誦
文
」
し
つ
つ
「
御
体
奉
懐
」、
す
な
わ
ち
御
神
体
を
抱
き
か
か
え
て
神
座
に
お
遷
し
す
る
こ
と
を
表
す
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
、
岡
田
氏
は
「
国
造
の
大
切
な
職
務
は
大
社
の
造
営
、
遷
宮
の
実
施
で
あ
り
、
遷
宮
儀
式
に
お
い
て
「
御
体
」（
御
神

体
の
こ
と
）
を
懐
き
奉
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
御
体
」
を
懐
く
た
め
に
は
、
厳
し
い
斎
戒
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
神
聖
な
食
膳
調

理
の
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
祭
祀
の
本
義
か
ら
照
ら
し
て
も
誤
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」（
前
掲
論
文
九
一
頁
）
と
、
国
造

の
意
義
を
端
的
に
説
か
れ
た
。

　

翌
年
、
国
造
義
孝
は
神か
も
す魂
社
領
大
庭
・
田
尻
保
の
地
頭
職
を
鎌
倉
将
軍
九
条
頼
嗣
か
ら
安
堵
さ
れ
る
。
国
造
は
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
で

も
あ
っ
た
。
岡
田
氏
は
、
そ
の
時
代
に
「
神
魂
神
社
は
国
造
に
管
轄
さ
れ
、
同
社
に
お
い
て
神
火
相
続
の
火
継
神
事
と
新
嘗
会
の
祭
儀
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」（
同
九
〇
頁
）
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
出
雲
国
造
は
千
家
氏
と
北
島
氏
に
二
分
す
る
が
、
火
継
神
事
も
新
嘗
会
も
神
魂
神
社
で
明
治
三
年
ま
で
行
わ
れ
た（

8
（

。

　
　
二
、
火
継
神
事
に
つ
い
て

　

国
造
の
意
義
は
古
来
不
変
で
あ
る
。
そ
こ
で
平
井
氏
前
掲
書
か
ら
近
世
の
火
継
神
事
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

　

火
継
神
事
は
、
前
国
造
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
（
ま
た
は
位
譲
後
）
七
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
る
。
現
在
は
杵
築
の
国
造
邸
に
あ
る
お
火
所�
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で
行
っ
た
後
、
熊
野
神
社
へ
参
る
が
、
近
世
ま
で
は
神
魂
神
社
で
行
わ
れ
た
。

　

国
造
が
危
篤
に
な
る
と
、
神
魂
神
社
へ
飛
脚
が
出
さ
れ
、
火
継
式
の
準
備
が
始
ま
る
。
国
造
が
亡
く
な
る
と
、
改
め
て
飛
脚
が
神
魂
神

社
に
出
さ
れ
、
新
国
造
の
出
立
時
刻
と
熊
野
神
社
か
ら
火
切
板
を
神
魂
神
社
に
届
け
る
よ
う
伝
え
た
。

　

新
国
造
は
、
前
国
造
の
忌
に
服
さ
ず
、
潔
斎
し
て
新
し
い
白
衣
に
袴
を
着
け
、
道
服
を
羽
織
っ
て
、
十
一
里
離
れ
た
神
魂
神
社
ま
で
急

行
す
る
。
そ
の
時
、
国
造
は
駕
籠
に
乗
り
、
介
添
え
の
上じ
ょ
う
が
ん官

（
出
雲
大
社
の
上
級
神
職
）
は
馬
に
乗
っ
た
。
新
国
造
は
家
伝
の
宝
物
で

あ
る
火
切
り
を
、
千
家
国
造
は
権
検
校
（
平
岡
上
官
）
に
渡
す
が
、
北
島
国
造
は
自
ら
袋
ご
と
首
に
か
け
て
携
行
し
た
。

　

神
魂
神
社
に
到
着
す
る
と
、
国
造
は
祓
を
受
け
て
籠
り
所
に
入
り
、
精
進
料
理
を
食
べ
る
。
潔
斎
し
た
国
造
は
、
白
衣
と
足
袋
の
姿
で
籠
り

所
か
ら
本
殿
へ
向
い
、階
下
で
祓
を
受
け
、昇
殿
し
て
御
扉
前
で
装
束
を
着
け
る
。
そ
し
て
、殿
内
に
入
り
小
内
殿
（
北
面
）
に
向
い
礼
拝
し
た
。

　

神
拝
が
す
む
と
、御
簾
と
几
帳
を
お
ろ
し
、国
造
は
火
切
り
を
受
け
て
神
前
に
向
き
直
り
、新
し
い
小
刀
で
火
切
臼
の
火
口
を
切
る
。
そ
の
後
、

国
造
は
小
内
殿
を
脇
に
北
面
し
、
千
家
国
造
方
の
場
合
、
権
検
校
と
別
火
（
神
魂
神
社
神
職
）
が
火
切
臼
を
中
に
対
座
し
て
、
こ
の
三
人
で
発

火
し
た
。
次
に
そ
の
火
で
殿
内
に
設
け
た
「
作
り
い
ろ
り
」
で
、
出
雲
大
社
神
田
の
米
一
合
ば
か
り
を
炊
飯
し
、
国
造
が
神
前
で
い
た
だ
く
。

　

こ
れ
に
つ
き
、
藤
井
氏
は
「
聖
火
に
依
て
作
ら
れ
た
食
物
に
重
点
が
あ
り
、
更
に
其
食
物
を
食
べ
る
事
に
最
大
の
意
味
」（
前
掲
論
文

一
九
頁
）
が
あ
っ
た
と
い
い
、
平
井
氏
は
、
こ
こ
で
「
国
造
は
は
じ
め
て
大
社
の
祭
祀
者
た
る
正
式
の
資
格
を
備
え
る
こ
と
に
な
」（
前

掲
書
六
四
頁
）
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
行
事
が
済
む
と
、
熊
野
神
社
の
社
人
が
持
参
し
た
新
し
い
火
切
臼
と
火
切
杵
で
鑚
火
し
、
神
魂
神
社
本
殿
床
下
に
臨
時
の
お
火
所

が
設
け
ら
れ
る
。
大
庭
滞
在
中
の
国
造
は
、
こ
こ
で
調
理
さ
れ
た
食
事
を
と
っ
た
。

　

神
前
で
は
「
と
り
あ
え
ず
の
御
供
」
と
称
す
神
饌
を
国
造
が
捧
げ
、
祝
詞
を
奏
上
し
た
後
、
参
籠
す
る
。
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こ
れ
で
一
日
目
は
終
了
。
す
る
と
、
杵
築
へ
飛
脚
二
名
が
伝
達
に
向
か
い
、
そ
れ
を
受
け
て
前
国
造
の
葬
儀
が
始
ま
る
。

　

二
日
目
は
、
国
造
が
神
前
に
「
も
ろ
御
供
」（
出
雲
大
社
で
最
も
鄭
重
な
献
供
）
を
供
え
、
歯
固
め
・
一
夜
酒
頂
戴
・
百
番
の
榊
舞
・

湯
立
な
ど
の
神
事
を
行
っ
た
後
、
参
籠
。
そ
の
晩
、
神
事
の
相
撲
が
行
わ
れ
た
。

　

三
日
目
は
、
明
け
方
、
国
造
は
潔
斎
し
、
境
内
の
貴
布
禰
社
に
参
拝
。
そ
の
後
は
終
日
参
籠
。

　

四
日
目
は
、
未
明
、
国
造
は
神
魂
神
社
本
殿
と
貴
布
禰
社
の
参
拝
を
す
ま
せ
た
後
、
杵
築
へ
帰
る
。
な
お
、
熊
野
神
社
か
ら
届
け
ら
れ

た
火
切
板
を
二
つ
に
割
り
、
新
嘗
会
の
た
め
に
一
つ
を
大
庭
の
国
造
別
邸
の
お
火
所
に
残
し
た
。

　

国
造
は
駕
籠
に
乗
っ
て
出
雲
大
社
へ
戻
り
、
舞
殿
を
拝
礼
し
た
後
、
庁
の
舎や

で
参
籠
す
る
。

　

五
・
六
日
目
は
、
庁
の
舎
で
終
日
参
籠
。

　

七
日
目
の
早
朝
、
国
造
は
庁
の
舎
か
ら
輿
に
乗
り
、
出
雲
大
社
本
殿
内
に
参
入
し
て
お
籠
り
成
就
の
参
拝
を
し
、「
御
継
目
の
御
供
」

を
進
納
す
る
。
こ
れ
が
正
式
な
国
造
と
し
て
の
出
雲
大
神
へ
の
最
初
の
奉
仕
で
、
そ
の
後
、
国
造
邸
で
祝
宴
が
開
か
れ
た
。

　

以
上
で
、
七
日
間
の
火
継
神
事
は
終
了
。

　

な
お
、
国
造
が
庁
の
舎
で
参
籠
中
、
新
国
造
邸
で
は
湯
立
神
楽
が
行
わ
れ
る
。
邸
内
の
お
火
所
で
は
、
前
国
造
用
の
火
が
消
さ
れ
、
道

具
や
食
物
一
切
が
埋
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
焼
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
萱
屋
根
は
葺
き
替
え
ら
れ
、
壁
も
塗
り
替
え
ら
れ
、
畳
や
莚
類
も

新
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

出
雲
国
造
は
、
大
国
主
神
の
「
御
杖
代
」（
依
り
代
）
で
あ
り
、「
垂
迹
」
と
し
て
厳
格
な
潔
斎
と
禁
忌
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
れ
は
遷
宮
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時
に
御
神
体
を
抱
き
か
か
え
る
重
責
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
不
純
一
つ
な
い
清
ら
か
な
御
神
体
と
一
体
に
な
る
た
め
に
は
、
心
身
と
も

に
清
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
厳
格
に
行
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
国
造
は
今
も
変
わ
る
こ
と
な
く
崇
敬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

註

　
（
1
）�　

明
治
五
年
十
一
月
十
九
日
、
大
宮
司
千
家
尊
福
と
少
宮
司
北
島
脩
孝
が
そ
ろ
っ
て
国
造
に
襲
職
し
た
時
の
奉
告
祭
祝
詞
に
、
出
雲
国
造
の

祖
神
は
「
神
漏
美
乃
命
以
氐
」、
す
な
わ
ち
天
照
大
神
の
勅
命
を
賜
っ
て
出
雲
大
社
の
祭
神
「
大
名
持
命
」
を
祭
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
来
、�

「
神
火
神
水
」
を
受
け
継
い
で
き
た
と
あ
る
（
平
井
直
房
『
出
雲
国
造
火
継
ぎ
神
事
の
研
究
』
三
〇
六
頁
、
以
下
『
火
継
ぎ
神
事
』
と
略
記
）。

　
（
2
）�　

松
尾
充
晶
「
出
雲
の
祭
祀
遺
跡
と
神
社
」（
松
本
岩
雄
・
瀧
音
能
之
編
『
新
視
点　

出
雲
古
代
史　

文
献
史
学
と
考
古
学
』
平
凡
社
、
令

和
五
年
所
収
、
以
下
『
新
視
点
』
と
略
記
）
参
照
。

　
（
3
）�　

武
廣
亮
平
「
古
代
出
雲
国
の
有
力
氏
族
―『
出
雲
国
風
土
記
』
の
郡
司
氏
族
を
中
心
と
し
て
」（『
新
視
点
』
所
収
）
参
照
。

　
（
4
）�　

工
藤
浩
・
松
本
直
樹
・
松
本
弘
毅
校
注
訳
『
先
代
旧
事
本
紀
注
釈　

新
訂
版
』（
花
鳥
社
、
令
和
六
年
）
六
三
頁
。

　
（
5
）�　

源
為
憲
編
著
『
口く
ち
ず
さ
み遊
』（
天
徳
元
年
・
九
七
〇
）
は
、
わ
が
国
の
高
層
建
築
ベ
ス
ト
三
を
、「
雲
太
」（
出
雲
大
社
本
殿
）、「
和
二
」（
東
大�

寺
大
仏
殿
）、「
京
三
」（
平
安
京
大
極
殿
）
と
記
し
た
。

　
（
6
）�　
「
康
治
二
年
官
宣
旨
案
」
北
島
家
文
書
（『
大
社
町
史
』
史
料
編
、
大
社
町
、
平
成
九
年
所
収
）。

　
（
7
）�　
「
出
雲
大
社
文
書
」（『
大
日
本
史
料
』
五
―
二
七
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。

　
（
8
）�　

神
魂
神
社
で
最
後
の
火
継
式
は
、
明
治
二
年
の
千
家
尊
澄
の
時
で
、
新
嘗
会
は
明
治
三
年
が
最
後
で
あ
っ
た
。『
火
継
ぎ
神
事
』「
特
殊
神

事
の
変
容
―
出
雲
国
造
の
新
嘗
会
と
火
継
ぎ
神
事
を
め
ぐ
っ
て
―
」
参
照
。

�

〔
西
岡
和
彦　

神
道
思
想
史
・
神
道
神
学
〕


